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   午前１０時００分開議 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 この際事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表第２号、以上１件でござい

ます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、山本昌二議

員、布施文子議員を指名いたします。 

 日程第２、一般質問を行います。 

 既に送付いたしております一般質問順序表に従いまして、順次、質問を許可いた

します。布施文子議員。 

   〔布施文子君 登壇〕 

○１６番（布施文子君）  おはようございます。純政会の布施文子でございます。 

 酷暑の夏、そしてオリンピックの暑い夏が終わりました。きょうから２日間、議

員の冷や汗と熱い思いを込めた一般質問が始まります。そのトップバッターを努め

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書の順序表に従いまして質問をいたします。 

 まず初めに、子育て支援の一環として、ファミリーサポートセンターの開設につ

いて提言し、市長さんのお考えをお伺いいたします。 

 子育て支援という言葉が定着し始めたのはこの１０年ぐらいのことでございます。

１９９０年、日本の特殊出生率が１．５７％になり、いわゆる１．５７ショックと

言われ、国はあわててエンゼルプランや次世代育成支援計画を打ち出しまして、対

策に乗り出しましたが出生率は下がる一方で１．２７を切るようになりました。片

や女性の社会進出が進み、仕事と子育ての両立がなくては成り立たないようになり

ました。支援という意味も最初は核家族化する家庭での孤立する母親の支援であり

ましたが、それが広場づくりへと広がり、現在では地域も企業も行政も、みんなで
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子育て応援をしようというように変わってきつつあります。市長さんの施政方針に

もそのことがしっかりとうたわれておりまして、大変心強く思っております。 

 しかし、美祢市は、子育て環境の整備がおくれていると言われています。保育園

の保護者総会やサークル等に参加しますとそのような言葉をよく耳にいたします。

例えば病後保育、病児保育の制度がない。児童クラブの対象外の時間、すなわち早

朝や夕方子供をちょっと預かってほしい。長期休業中や出産後の体調が回復するま

での手助け等、援助が必要なときにどこに相談に行っていいかわからない。また、

障害を持つお子さんの親御さんも同じような悩みを寄せられております。 

 私がきょう提案をいたしますファミリーサポートセンターは、そのような援助を

受けたい人と援助をしたい人が会員となって、一時的に子供の世話をする有料の組

織です。 

 私がこの制度を知ったのは、数年前、山口市のファミリーサポートセンターへ視

察に行ったときでした。山口市の様子を簡単に紹介いたします。サポートを受けた

い人、すなわちお願い会員。力が貸せる人、すなわち任せて会員。そして登録をし

ておき、お願い会員は、援助を必要とするときにセンターに申し込むとセンターが

任せて会員を紹介する仕組みです。会員同士は事前に援助内容について打ち合わせ

をし、その段階で相性が合わないときは取りやめることもでき、打ち合わせどおり

に終了すればお願い会員に利用料金を支払って、任せて会員は市に報告するもので、

預ける時間帯によって料金はやや異なりますが基本は１時間７００円でした。 

 会員登録の条件として、保育士が専門家による講習を受ける必要があるそうです

が、私はだれでもいつでも相互会員になれるんだなと思いました。会員は、子育て

中の母親同士だったり先輩ママだったり、高齢者や男性などもおられました。感心

したのは地域全体で子育てをしようとする組織の力と年代や性別を越えた助け合い

精神でした。 

 美祢市でもぜひにと考えたのですが、これは厚生労働省の支援事業で、当時人口

制限がありました。今回合併いたしまして、制限も緩和されまして提言ができるよ

うになりました。問題は需要と供給であると考えます。市としてはこのことについ

てどのように把握をしていらっしゃるかお伺いをいたします。併せてセンター実現

に向けて市長さんの御所見をお伺いいたしたいと思います。 

 次に、化石採集場の充実についてお伺いいたします。 
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 化石採集場がオープンいたしまして２年半近く経過いたしました。その間の利用

状況の推移はいかがでしょうか。この夏休みも多くの子供たちが訪れたと聞きます。

学芸員さんの話によりますと、実際に化石が採集できる場所は全国でも熊本県と岐

阜県、そして美祢市であるとのこと。２億３，０００万年前の化石を直接観察でき

採集できるこの施設は貴重な美祢市の宝であると思います。 

 また、小学校６年生の理科の教科書にも写真入りで載っておりまして、この教科

書を使う全国の子供たちが知るところであります。 

 私どももこの８月に観光振興特別委員会の視察で改めて化石館、民俗資料館を訪

れましたが、化石はやはり美祢市の誇りとする財産だなと再認識をいたしました。

ですから、専門家はもちろんのこと子供たちは興味とともに夢を持って採集場にや

ってくるのだと思います。 

 しかし、実際には簡易トイレと水道の蛇口があるだけで、炎天下、腰をおろす場

所も雨露をしのぐところもありません。日傘を差してお母さんがしゃがみ込んでお

られたと聞きます。１０月末には山口市から一度に１００人もの小学生が訪れると

いうことですが、一体トイレはどうするのでしょう。安全は守れるのでしょうか。

満足度はどうなのでしょうか。利用者のアンケートがもしあればお聞かせください。 

 今美祢市は観光開発を大きな柱としております。体験学習型ツアーの目玉となる

可能性もこの採集場には多いにあります。財政状況の厳しい中ではありますが、せ

めてあずまややトイレの整備、手洗い場の確保は必要であると考えますが、今後の

施設設備の充実に向けてどのようにお考えでしょうかお伺いいたします。 

 次に、大嶺町麦川川の悪臭問題の早期解決についてお伺いをいたします。 

 この件につきましては、平成１８年度に炭鉱閉山後の坑内から排出される腐敗水

の悪臭と水質汚濁について問題提起を行い、１９年９月に対策の進捗状況について

お伺いいたしました。 

 今回は、雨期の状況把握が一つの節目でありましたので、調査、研究の進捗状況

と早期解決に向けて市長さんの御意見をお伺いするものであります。 

 市におかれましては、昨年度と今年度にわたり調査、研究のために予算の計上を

いただきまして、生活環境課長を中心に鋭意取り組んでくださっていることに対し

まずはお礼を申し上げます。また、市としては、調査、研究の途上であるのにとお

思いかもしれませんが、私のこの質問をお受けいただきましたことに感謝いたしま
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す。 

 さて、資源を宝庫とする美祢市は、資源を提供し、後に鉱害だけが残ったといっ

たことのないよう、被害は何十年も、また子や孫の代まで残してはならないのです。

こうしたことは単に麦川地区の問題ではなく、美祢市全域にかかわりのある問題と

考えて質問するものであります。 

 被害の状況をかいつまんで３点申します。 

 １点目は、窓が開けられないほどの悪臭が汚水流出付近の住宅はもちろんのこと、

バイパス側の県営住宅、そして匂いは下流になるほど弱くはなるものの、河川側の

住民は、民家は感知をされる状況です。これは硫化水素の発生によるものと判断さ

れておりますが、過日、地下の深い工事現場で硫化水素による人命事故発生のニ

ュースを聞きまして、人体の影響は大丈夫だろうか、危惧しております。 

 ２点目は、近辺の建物、設備、器具等の金属部の腐食やさびつきが他の地区と比

べて顕著に早うございます。これも硫化水素の発生によるものと考えられますが、

調査結果の様子に注目をいたしております。 

 ３点目は、自然環境の中から申しますと、汚水が流出する場所の上流と下流で川

の中の生態系が違いが見られます。また、透明度の違いも顕著な状況です。流出源

域の川底に白色の汚濁物がべったり付着して異常な状況を見ました。この状況は担

当課にすぐ電話をいたしまして見に来ていただきました。このように麦川川の環境

美化を損ね、地域環境についても悪化している現況であります。 

 そこで、市長さんにお伺いをいたします。 

 初めに、今申した現地の被害と地域環境の悪化の現況について市長さんの認識を

お伺いいたします。 

 次に、関係者に配付されている冊子、美祢市の環境に鉱害防止協定を締結した炭

鉱２社が４８年に閉山したと記されております。閉山時点もこの鉱害問題は発生し

ており、将来も継続することが十分予測できたと考えられますが、閉山企業２社と

の鉱害防止にかかわる協定あるいは細目協定、覚書などが何か交わされているので

しょうかお伺いをいたします。 

 次に、調査、研究の途上でありましょうが、調査予算と現時点までに要した費用、

解明した項目、対応策等の進捗状況をお伺いいたします。 

 最後の質問は、資料をお見せして質問をいたします。 
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 地下の石炭採掘坑跡が広大な地下ダムになっております。で、地下のヘドロを含

んだ腐敗水が約毎分１０トンという大量な量がこの３本の鉄パイプを通って曝気槽

に流されております。写真は私が撮ったもので大変まずい写真なんですが、こうい

う状況であります。３本のパイプが見えております。こういうぐあいですね。 

 これが曝気槽の写真です。この今パイプを通りました水が一たんこの曝気槽にた

められ、あふれた水はこの周囲の三、四十センチの溝を一周しただけで人家のそば

の川に流されております。 

 だれが見てもこれは曝気槽、硫化水素を抜く曝気槽とは考えられない。これは沈

殿槽としか言いようがない。この処理設備あるいは管理、から処理能力等が今の麦

川町の人家に対して、いろいろな問題が発生していることに対して、この状況は実

情に則していないと考えますが市長さんの御見解をお伺いいたします。──曝気槽

もお願いいたします。 

 以上、お伺いとお願いをいたしまして、壇上からの質問を終わります。 

   〔布施文子君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  布施議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目のファミリーサポートセンターの開設についてであります。 

 ファミリーサポートセンター事業とは、会員組織による育児支援や保育園などへ

の送迎など、育児に関する相互援助活動を行うものでございまして、地域住民によ

る互助サービスであり、サービスを提供する側からいわゆる援助会員とサービスを

利用する側の利用会員がともに登録をし、それらの会員同士を紹介し合う組織を自

治体が運営する制度で、これは先生御存じのとおりでございます。 

 子育て支援に対するニーズにつきましては、平成１５年１２月──平成１５年

１２月です。──に旧美祢市におきまして策定をいたしました次世代育成支援行動

計画のアンケート調査による回答の中で、「利用したい」と回答された保護者が就

学前児童の保護者については約３４％、小学校児童の保護者については約１５％で

ございました。 

 なお、アンケート調査から約５年を経過しておりますので、現在のニーズはもっ

と高まっているものというふうに私は考えています。 
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 ちなみに山口県内の開設状況につきましては、平成６年度に山口市が県内最初に

このファミリーサポートセンターを開設をいたされ、現在、共同開設も含めて

１１市２町がファミリーサポートセンターを開設をしておるという状況でございま

す。 

 また、今年度中に新たに１市でファミリーサポートセンターが開設をされる見込

みとなっております。 

 本市におきますセンター開設の方向についてでございますけれども、ニーズは高

まっておるということはもちろんですが、住民同士が支え合って子育てを行ってい

ける環境づくりが必要と私は十分認識しております。そういうふうに考えておりま

す。できるだけ早い時期の開設に向けて準備を進めてまいりたいということで、現

在、担当部署の方にその辺の調査等を指示をしております。ファミリーサポートセ

ンターについては以上でございます。 

 ２点目の化石採集場の充実については、最後に、教育長の方に答弁をいたさせた

いというふうに思っております。 

 ３点目の麦川川の悪臭問題早期解決についてでございます。 

 まず、対策の進捗状況についてでございますけれども、山口大学大学院の理工学

研究科の今井教授に、昨年の１１月から麦川地区、主に山陽無煙鉱業所坑内と市の

事川、麦川川における臭気物質の原因の特定、それから気象条件との因果関係、そ

れから発生条件等の分析のために水質調査、環境大気調査を委託をしておりまして、

さらに、地元の方にモニター調査の御協力をいただいておるとこでございます。 

 また、その分析結果を踏まえまして、有効な対策となる装置を用いた実験の実施

によりまして、当地区においていかなる対策方策が有効であるか、報告をしていた

だくようにしておるとこでございます。 

 今後の予定でございますけれども、９月下旬──ですから今月の下旬でございま

すね。中間報告書がまとまり、１０月中旬に麦川地区で中間報告会を開催を予定を

いたしておるとこでございます。 

 次に、解決に向けての方策についてでございますけれども、今回の分析調査にお

いて、坑内水に溶け込んでいるガスを回収する有効な提案をいただけるとのことで

ございます。詳細の報告は、中間報告書の中に盛り込まれておるとお聞きをしてお

るとこでございます。 
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 今後、提案をされた対策方法が当該地区で有効であるかどうかさらに検証をいた

しまして、実現に向けた事業計画を検討する必要があるというふうに考えておると

こでございます。 

 事業の実施については経費負担の問題を含めまして、管理事業者と協議をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 先ほど申し上げましたように、２点目の御質問については教育長に答弁をいたさ

せます。 

○議長（秋山哲朗君）  福田教育長。 

   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  布施議員の化石採集場の充実についての御質問にお答えい

たします。 

 初めに化石採集場の利用状況の推移についてでございますが、美祢市化石採集場

は、西日本有数の施設として平成１８年５月２８日にオープンいたしまして、本年

の８月２０日までに７，４２６人の利用がございました。年度別で申し上げますと

平成１８年度が３，２０８人、１９年度が３，１８８人で、今年度２０年度の８月

２０日までが１，０３０人となっております。 

 利用者の内訳は、平成１９年度分で大人が１，５３４人で全体の４８％、子供・

幼児が１，６５４人で５２％でございます。これを都道府県別に見ますと、１９年

度のデータで県内が２，１７９人で約７０％を占め、２番目が福岡県４９０人で

１５％、次が広島県で２５７人、８％、以下は、愛知、神奈川、東京といずれも

３０人前後となっております。 

 また、１９年度利用者の県内市町村別内訳でございますが、１番は、山口市の

６０１人で２８％、旧美祢市、美東町、秋芳町で３９４人、続いて宇部市が

２５８人、下関市１７５人、周南市１５４人の順となっております。これが今年

２０年度現在では山口市、宇部市、美祢市、周南市、下関市の順となっております。 

 以上、化石採集場の利用者は県内、福岡県、広島県からの来場者が大部分を占め

ております。これらのほとんどは家族連れであり大人と子供の割合が半々と言えま

すが、乳幼児の割合も８％ぐらいあります。利用の季節は５月、夏休み期間、

１０月、１１月に集中しております。 

 次に、化石採集場の維持管理費についてでございますが、現地に簡易水洗トイレ
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と水道を設置しており、平成１９年度ではこの光熱水費、トイレのくみ取り料など

で３万円を支出し、トイレの清掃や草刈りなどは歴史民俗資料館の職員が行い、最

小限の支出にとどめております。 

 また、化石採集では発掘したくず石が多く出るので、この除去清掃作業に２３万

円を支出しております。 

 なお、１９年度の利用料収入は１９万８，０００円となっております。 

 続いて、採集場の施設整備についてであります。採集場の施設は入り口ゲートの

フェンス、駐車場、簡易水洗トイレ、水道などを整備しております。利用の方法は、

利用者が歴史民俗資料館で利用許可証の交付や説明を受け、利用者自身がゲートの

かぎを開閉して、最後は資料館に許可証などを返却するシステムをとっています。

現状の施設は化石採集が行える最小限のものでありまして、今後利用者の利便性を

考え、休憩施設などは考えなければならないと思っております。 

 化石採集場は、これからの青少年の体験学習を推進する上では最適の施設であり

まして、青少年の探究心を養い夢をはぐくむという美祢市ならではの特徴的な施設

であります。 

 来場者は、遠く関東地方から近畿、近隣の都市など全国に及んでおりますので、

新しい観光という視点からも重要なポイントになると思っております。 

 いずれにいたしましても、化石採集場が多くの方に有効に活用されるよう検討し

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  ありがとうございました。ファミリーサポートセンターに

つきましては早い時期に実現の方向というお答えでございましたので、来年度から

はスタートできるのかなと期待を申し上げます。 

 １点ほど質問ですが、県は１９年度から山口子育て国民運動地域コーディネー

ターという制度を設けまして、美祢市にも２名の方が既におられるということをお

聞きしましたが、その方々の仕事内容いかがでしょうか。五嶋課長さん、お答えを

お願いしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  五嶋地域福祉課長。 

○市民福祉部地域福祉課長（五嶋敏男君）  それでは、只今の布施議員の御質問にお
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答えをいたしたいと思います。 

 地域子育てに関係いたしますコーディネーターの役割でございますが、コーディ

ネーターは、地域子育て支援センター等におきまして、子育てサークル同士の連携

や世代間交流等のそれぞれ促進を図っていくこと、それから地域子育て支援セン

ターネットワークの核、中心となって御活動をしていただく人でございまして、先

ほど言われましたように美祢市でお２人ほどいらっしゃいます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  わかりました。そうするとこのお二方も今度の取り組みに

スタッフといいますかメンバーの方の方に入れて、また活動の計画も組むことがで

きるということでございますね。 

 私は、市内にたくさんのボランティアの方が、サークルがありますが、それぞれ

に連絡をとりあって、もう少し大きな力になることができるのではないかというふ

うに思います。システム化についてもお考えをいただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一点お伺いですが、美祢市では高齢者の支援が大変深刻でござい

ます。女性労働局ではファミリーサポートセンターに並行して、この支援について

も取り組むことを進めております。岩国市では既に取り組んでおられるというふう

に聞きますが、このことにつきましては市長さんいかがお考えでございましょうか。

お伺いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  詳細につきましては、担当部署の方でお答えをさせようかと

思いますけれども、このファミリーサポートセンターっていうのが、実は、当初の

もくろみが、先ほどの御質問にあったように子育て環境を充実をさせるというため

にでき上がったと。 

 しかしながら、世の中の時代の趨勢によりまして、やはり体の不自由な方、お年

寄りの方ですね、同しようにサポートできないかということで、そのファミリーサ

ポートセンターの機能が両輪、子育て環境の充実、それから今申し上げたような形

を充実ということで、今両輪の形で厚生労働省が考えておるとこです。 

 ですから、その辺を含めて、今のファミリーサポートセンターの機能というのが、

先ほど調査を実施しておるというふうに申し上げましたけれども、県内、それから
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全国のいろんな事例とか案件がございますから、その辺も含めて調査をして、せっ

かく立ち上げるものであれば市民の方に喜んでいただける、役に立つものじゃあな

いとだめですから、その辺をしっかりやるということで今やっておる状況でありま

す。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  ありがとうございました。大変心強い御回答をいただきま

して、ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 しかし、つけ加えでございますが、美祢市には今、ＮＰＯ法人のナルクふくふく

美祢という会がございます。ボランティアの会です。これは有償ではありませんけ

れど、お互いにできることをできる時間帯に交換をし合って助け合おうという会で

ございます。今会員が６５名なんですが、本当に実働できるのは４５名ぐらいだと

聞いております。 

 その団体の方たちが近く地域福祉課長さんの方へお助け会員として、とまでは大

げさには言えませんが、何かお手伝いをさせてほしいという御相談を申し込んでお

られます。市長さんにおかれましても、こういう住民のパワーをぜひくみ上げてい

ただきまして、この美祢市が本当に安心して安全に暮らせるということに取り組ん

でいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、化石採集場の充実についてでございますが、先ほどのお答えで県内外から

利用者がたくさんあるんだなあということも知りましたし、支出も最小限に控える

ために大変な御苦労もしていらっしゃるということがよくわかりました。夢をはぐ

くむ体験学習が、今後観光だとかあるいは修学旅行のコースになるように整備をし

ていかなければならないと思います。 

 ２点ほど提案をしたいと思います。ことしの夏休みにバスで来られた親御さん

に──お母さんと子供さんにお会いしました。美祢駅から採集場行きのバスに乗り

おくれたといって途方に暮れていらっしゃいました。で、御案内をしたのですが、

バス停に化石場へ行くという表示があります。それから、その方はホームページを

見て美祢市においでた山口市の人なんですけれど、ホームページを私も上げてみま

したら、バスで来られる方の御案内がありません。これはぜひ入れていただきたい

というふうに思います。 

 それから、バスでおいでの方は年間にそう多くはありませんので、許可証を持っ
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ている人に限り化石場付近にフリー乗降ができる、手を上げればとめてもらうとい

うようなそういうことはできないかな、御検討をいただきたいなというふうに思い

ます。見知らぬ土地に行きましたらちょっとした心遣いが大変うれしいものです。

そういうことも御検討をいただきたいというふうに思います。 

 もう１点目は、この３月に私は化石館や歴史民俗館に楽しい案内人を養成してい

ただきたいという提案をいたしました。これにつきましては、どのように今考えて

進めていらっしゃるかをお伺いいたしますと同時に、採集場につきましてもやっぱ

りサポーターが必要のように思います。せめて夏休みの間だけでもそういう応援団

を登録しておいてもらって、事情を聞いてきょうはお願いをできないだろうかとさ

れれば、案外そういうサポーターは見つかるのではないかというふうに思います。

そのことにつきましてお答えを、楽しい案内人の養成につきましてお答えができれ

ばお願いをしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  福田教育長。 

○教育長（福田徳郎君）  只今の御質問にお答え申し上げます。 

 楽しい案内人ということでございます。大変いい御提案だと思っております。 

 さきの議会でも御提言をいただきましたように、案内をしていただく方等につき

ましては市内、美祢市には美祢自然史友の会というのもございますし、これまでに

もここの会員の方々の協力をいただきますが、この会の会員の方々は市内だけでは

なくというかむしろ市外の方が多くございますので、そういったことだけでは対応

できませんので、そういったものが十分ボランティア活動、あるいはそういった案

内ができるような方々の募集等につきましては、これからも引き続き検討していき

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  その点につきましてはどうぞよろしくお願いをしたいと思

います。 

 次に、麦川川悪臭問題の解決についてですが、調査、研究の最終結論はお伺いす

るのも無理かもしれませんが、いつごろになる予定でしょうか。福田生活環境課長

さん。お答えいただけますでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  福田課長。 
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○市民福祉部生活環境課長（福田和司君）  只今の御質問につきまして御回答さして

いただきます。 

 調査の最終的な報告はいつになるかということでございますが、先ほど市長答弁

にもございましたように１９年度、２０年度におきまして、水質の原因に至る分析

及び大気中の濃度等につきまして、現在、先生の方に調査をお願いしてるというこ

とは御答弁のとおりでございます。 

 また、具体的な対策につきましても試作品を含め、今年度中にそれが麦川地区に

おいて有効か否か。そこらあたりも含めて、できれば年度内中にある一定の報告を

受けたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、市長さんにお伺いでございますが、企業は生産活動に伴って発生する公害

の防止については企業自身に重大な社会的な責任があります。 

 また、市は、住民の健康、保健と生活環境を保全する責務を持っていると思いま

す。市は、企業と相協力して、住民の快適で良好な生活が環境が損なわれないよう

に未然に防止を図らなければならないと考えますが、市長さんの御所見はいかがで

ございましょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  布施議員の御所見と私も全く同様でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  ありがとうございました。立つ鳥跡を濁さずと申します。

現在操業している企業に対しては、市は企業に対して公害防止協定等しっかりと結

んでおられますが、閉山をした後、閉山をした企業が撤退して廃業をした後に発生

する公害防止についても同様にお考えでございましょうか。市長さん、お答えをお

願いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  先ほど布施議員の御所見と全く同様というふうに申し上げま

したけれども、企業というのは社会的責務を負っておる。それと、この社会的責務
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を負うと同時にこの地域社会にも貢献をしていただいております。 

 現在、仕事を応援してもらえる企業等のことであろうかと思いますけれども、現

状のこの、そのやめられた企業体の状況を把握をして、でき得る限りこの辺の、立

つ鳥跡を濁さずという言葉をおっしゃいましたけれども、そういう方向でお話をさ

していただきたいなというふうに思っております。 

○議長（秋山哲朗君）  布施議員。 

○１６番（布施文子君）  ありがとうございました。ぜひ、これから先もこういう問

題は多々起きてくると思います。４０年間も放置されたままいくら訴えても改善を

されてこない、この現状であります。これも処理能力はほとんどありません。本当

は事務所にも私、この管理事務所にも何回か足を運びましてお願いをしました。状

況も聞きます。で、ここに、以前はこの中に換気扇が回った、大きな換気扇が回っ

ていたというお話。それも既にとまって、もう久しいということでございます。こ

ういうことに関しましては、市の責任として住民の環境を守るべく御指導をしてい

ただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 最後になりましたが、住民は行政の積極的な働きかけだけが頼りでございます。

病気にかかった人が自分の病気の状況を知り、病状がどうであるのか、いつどうい

う手当てをしてもらえるのか、いつ完治するのかということは絶対に知りたいもの

だと思います。 

 説明会が１０月に実施との回答をいただいております。地区住民、そして後世の

ためにも、ぜひ一日も早く、健康で快適な暮らしが取り戻せるように御尽力いただ

きますことを切にお願いをいたしまして私の質問のすべてを終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、暫時１１時まで休憩をいたします。 

   午前１０時４８分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時００分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。河本芳久議員。 

   〔河本芳久君 登壇〕 
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○１０番（河本芳久君）  明政会所属の河本でございます。通告に従いまして、これ

から一般質問を行います。 

 さて、新市スタートから約半年余りが経過しましたが、これまでのところ大きな

トラブルもなく順調に市政運営が行われていると受けとめております。これもひと

えに市長初め執行部の皆さん方の誠意ある御努力のおかげだと敬意を表していると

こであります。 

 ところで、合併後の新市がこれからどんなまちづくりがなされていくか、市民は

とても関心を持っております。市の広報についてもよく読んでおられるようです。

私のとこにもいろいろな声が届いています。例えば昨日のことですが、９月の広報

に敬老会行事が載っておりましたが秋芳町のことについては載っていなかった。敬

老会はあるのか、どうなっているのか。こんな声が届いてまいりましたので私のつ

かんでいる情報をお伝えしましたが、高齢者に不安を与えないように、恒例の行事

であれば、都合により１０月に変更されたと早めに市民に納得のいく親切な情報を

提供していただきたいと思いました。このことは執行部に対する要望であって御回

答は要りません。 

 さて、本市の末端の行政区、すなわち集落の実態についてお尋ねします。 

 本市の集落の大半は中山間地域にありまして、この地域は過疎と少子高齢化が一

層進み、子供がいなくて高齢者のみの集落、いわば限界集落と言われる状況も見ら

れます。また、その地域の産業、基幹産業である農業も衰退し活力がなくなってい

ます。また、日常生活を支える商店やスーパーがなく、金融機関を併設をしており

ました農協支所も撤退し、交通機関の脆弱さ、住民にとってはとても不便な生活を

強いられている、こういう現実がございます。高齢者だけの家庭、また病弱な家庭

にとってはとても不安を感じておられます。解決すべき課題は山積しておりますが、

中には集落の農地や生活を守るための共同作業、冠婚葬祭など、共同体としての機

能が賄わない。「生活道路の草刈りができんが、どうか市に要望してもらえんじゃ

ろうか。」とこういった声も私のところに来ております。 

 要するに、新市のまちづくりは、周辺地域に住んでおられる高齢者、これが安心

して暮らせるまちづくりに配慮していかなければなりません。また、農業に魅力を

持って就農する、若者の住めるまちづくりも必要でございます。 

 市長は、こういった周辺地域の住民の暮らしの実態を念頭に置き、新市のまちづ
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くりを構築していき、これからいかれなければなりません。 

 ところで国土交通省は、２００６年４月に過疎地域の集落の実態をされておりま

す。この結果が昨年の１月に中間報告されておりますが、全国７７５市町村、いわ

ゆる過疎地域を抱えている市町村、この中に６万２，２７１集落がございます。そ

の６５歳の高齢者の割合が５０％以上を占める集落は７，８７３、いわゆる１２．

６％となって、１０年以内にいずれ消滅する可能性がある集落は２，６４１という

数字が発表されております。 

 では、本市の集落の実態はどうなっているか。この集落の実態を市長はつかんで

おられますか。これらの地域に住んでいる住民の暮らしを守るための対応を何らか

考えておられますか。本市では約４３０余りの集落がございます。それには区長と

いう制度を新しく設けられまして委嘱されておりますが、この区長と行政とのかか

わり、また区長の報酬等についてまずお尋ねいたします。 

 次に、新市のまちづくり構想について質問いたすこととしておりましたが、既に

本会議に美祢市総合計画策定方針が提案され、この中にこれからの取り組む基本方

針や体制、日程等が明示されておりますので、地域審議会の位置づけ等について、

この計画書を読めば理解できましたので質問は省略させていただきますが、その次

のことについては要望しておきたいと思います。 

 まず第１点は、合併協議会で作成された新市基本計画、また、各市町でこれまで

作成しておられました総合計画、また、昨年秋芳町で作成されました秋吉台地域観

光長期計画、こういったこの計画をも十分吟味され、総合計画にやはり引き継いで

ほしいと、こういうことを申し添えておきたいと思います。 

 また、住民の声をしっかり取り入れ、住民参加のまちづくりができるような、そ

ういう総合計画になることを望んでおります。 

 次に、総合計画の中に美東町の十文字原の開発について質問したいと思います。 

 既に御案内のとおり、この地は中国自動車道と連結する美東ジャンクション及び

十文字インターが設置され、この地は山陽及び関西方面、九州にかけての本県の交

通の要衝として経済圏拡大に寄与することができると期待されておるところでござ

います。 

 既に合併協議においてもこの地の整備については合意されておりますが、地元住

民の声としてぜひ新市の総合計画に位置づけ、開発していただきたいという強い要
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望が寄せられています。とりわけ当地域が県中央部の、中山間地域の今後の発展に

残された唯一貴重な土地でございます。この財産をいかにこれから活用するかが新

市の将来の発展に深くかかわっております。約６０ヘクタールといった膨大な未開

発の土地でございます。ぜひ県とも十分連絡をとり、県営施設の設置とか企業誘致

などでこの地域の開発についてぜひお願いしたい。市長の考えをお尋ねします。 

 次に、中山間地域の農業の振興、とりわけ本市の特産品である秋芳梨のブランド

力アップに対するどんな支援ができるかと、そういうことでお尋ねします。 

 秋芳梨は明治３７年に栽培を開始し今日に至っております。１００年以上の歴史

を持ち、糖度が高く肉質が柔らかいおいしい梨として新宿の高級フルーツパーラー

であります高野で長寿梨としてとても人気を博しております。 

 これまでの道のりは、生産者の努力、さらには恵まれた自然条件のたまものと考

えられますが、１００年以上もたった梨の木を、これを生産樹として維持すること

は大変でございます。現在、１００年以上経過した梨の木が１８本、また８０年以

上経過した梨園が７５アール余りあると伺っております。全国一の生産量を誇る鳥

取県では、秋芳町梨と同じように年代的には３７年ごろに生産を開始しております

が、その当時の梨の木は、現在、鳥取県の天然記念物として指定され保護されてお

ります。長寿梨を生産樹として世話することはとても大変でございます。やはり梨

の寿命は五、六十年、これが一番生産コストが上がっていくと、しかし、経済性か

らみたら、この長寿梨を世話することは大変でございます。しかし、これを秋芳梨

の商品価値を上げるために一生懸命努力されておりますが、この栽培を継続するた

めに、市としても何らかの支援はできないだろうかとこういう問題でございます。 

 また、梨の栽培についても後継者問題が大きな問題となっております。これのた

めの支援についても本市独自の対応ができないか、市長の考えをお聞きしたいと思

っております。 

 さらには、農業振興の一環として、厚保の栗や美東のゴボウ、美祢のホウレンソ

ウなどの特産品もございます。稲作のみに依存するのではなく、これからは野菜や

果物、農産加工品等の開発で農業所得を高めていく道を考えていかなければなりま

せん。ついては市の農業政策としてどんな戦略を持っておるか、これもお伺いした

いと思います。 

 次に、活力ある地域社会をつくっていくためにはソフト面での活動が重視されな
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くてはなりません。その一翼を担うのはやはり社会教育ではないかと思います。生

涯学習や地域づくりの拠点として公民館の役割がございますが、社会教育法２０条

に、市町村が設置した教育施設でございますが、この教育施設が今日大きく変容し

ておるということでございます。すなわち施設を住民に利用していく貸し館的な業

務に終わってはいないだろうかと。公民館は住民が集い、学び、結び合う場として

機能すべきであります。また、地域社会、コミュニティーづくりの場であり、地域

活性化の核としてこれが活躍すべきものではないだろうかと思っておるところでご

ざいます。既に公民館を指定管理に移行するという、そういう声もちらほら聞きま

すが、施設管理のみを考えればこの面が、経済面から考えれば合理的かもわかりま

せん。 

 しかし、公民館の果たしてきた役割、また今後期待することを考えれば、やはり

この施設は地域づくりにとって貴重な施設でございます。住民が集い、学び、そし

て結び合う、この施設の現状について教育長にお尋ねいたします。 

 以上をもちまして壇上からの質問を終わらせていただきます。 

   〔河本芳久君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  河本議員の御質問にお答えをいたします。 

 １点目の新市の行政区の実態についてであります。 

 新市を構成しています旧一市二町の総人口を国勢調査ベースで申し述べますと、

昭和５５年に３万６，９０７人でしたが、平成１７年には２万９，８３９人と減少

傾向を示しております。世帯数は、昭和５５年の１万８７０世帯から平成２年の

１万４２６世帯へ減少いたし、その後平成１２年には１万８３２世帯まで増加をい

たしましたけれども、平成１７年では１万６４６世帯に減少をしておるところです。 

 また、平成１７年の年齢構成別人口を見てみますと、０歳児から１４歳までの年

少人口の割合は１２．３％、これは国では１３．７％、山口県では１３．２％でご

ざいます。一方６５歳以上の老齢人口の割合は３１．４％、これも国では２０．

１％、それから山口県では２５．０％ということになっており、国、県を上回る速

さで少子高齢が進行しておるということでございます。 

 平成１９年の出生、死亡の状況を見てみますと、出生が１９４人、これに対しま
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して死亡が４１２人であり、出生者は死亡者の約２分の１という現状でございます。 

 次に、平成２０年４月３０日現在の住民基本台帳における人口と行政区の状況を

見てみますと、美祢地域１万７，７６９人、行政区２５０人──失礼しました。行

政区２５８、それから美東地域５，８４４人、行政区７６、秋芳地域５，９７６人、

行政区１０７となっておりまして、合計をいたしますと人口２万９，５８９人、行

政区で言いますと４４１で１行政区当たりの平均人口は６７人いう現状であります。 

 一般的に人口の５０％が６５歳以上の高齢者であり、冠婚葬祭などの社会的共同

生活の維持が困難であるという集落は限界集落というふうに言われておりますけれ

ども、住民基本台帳をもとにした資料によりますと、この条件に当てはまる集落数

は６１集落あります。ただし、この中には、例えば共楽荘とか、特別養護老人ホー

ム等の施設が集落としてカウントされておりますので、これを差し引きますと、実

数では５７集落がいわゆる限界集落に当てはまると考えられております。 

 内訳といたしましては、美祢地域が３７、美東地域が７、秋芳地域が１３であり

まして、行政区全体での割合で言いますと１２．９％が限界集落になってきている

ということになろうかと思います。 

 このような中、それぞれの集落にはさまざまな事情もあるかと考えられまして、

行政としてどう対処していくかなかなか難しいところでございますが、現在、美祢

市総合計画等の作成を進めておりますので、該当地区の御意見等も聞きながら、こ

の中でどのような対応が適切か明らかにしていく必要があろうかというふうに考え

ておるとこです。 

 次に、区長と行政とのつながりについてであります。一市二町の合併に伴いまし

て、いわゆる集落等に行政区という公称をつけまして、美祢市区長設置条例により、

区長は区において選任された者を市長が委嘱をすると定められておるとこでござい

ます。 

 区長の業務といたしましては市広報などの一般通知文書の配付、各種調査に関す

ること及びそのほか市長において委嘱を必要とするもの、これが市行政の運営上各

区長に委嘱をする業務となってきております。 

 区長の報酬額は条例に定めがありまして、均等割とそれから世帯割の合計額とな

っております。市といたしましては、区長は行政と市民を直接的に結んでいただく

重要な役割を担う、なくてはならない存在というふうに位置づけておるとこでござ
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います。従いまして、各区長さん方にはぜひとも区と行政のかけ橋となっていただ

きまして、円滑な行政が推進できるようお願いを申し上げるところでございます。 

 ２点目の新市のまちづくり構想についてであります。 

 最初に地域審議会についてでありますけれども、先ほどこの質問については省略

をされましたけれども、事前通告がございましたので御説明をさせていただきます。 

 地域審議会は、合併による行政区域の拡大に対しまして均衡ある地域の発展を図

るため、旧一市二町の区域ごとに設置をされております。設置の根拠といたしまし

ては、市町村の合併の特例等に関する法律第２２条の規定に基づく旧一市二町の協

議及び議会の議決でございます。地域審議会の役目といたしましては大きく２点が

ございます。 

 １点目は、美祢市・美東町・秋芳町合併協議会が策定をいたしました新市基本計

画の執行状況や今後策定をされる新市の総合計画に関しまして、市長の諮問に応じ

て答申をするというものであります。 

 ２点目につきましては、審議会が必要と認める事項について審議をいたし、市長

に意見を述べるというこの２点でございます。 

 現在の地域審議会に係る状況でございますけれども、各地域審議会において公募

委員３人を含めたそれぞれ１５名ですね。合計４５名の地域審議会の委員が決定を

しております。第１回の会議開催に向けて只今準備を進めているところであります。 

 また、この委員につきましては、新市基本計画における地域別整備方針に対応し

た団体からの選出、また学識経験者として旧一市二町の人的財産の活用等の選定方

針により構成をいたしておるところでございます。 

 今後の予定でございますけれども、平成２０年度、平成２１年度にかけまして総

合計画の策定業務を予定しておりますので、この期間は新市の基本構想の審議が中

心になりまして、総合計画審議会の開催等合わせ各地域審議会を開催をする予定と

しておるとこであります。 

 今後、地域審議会が総合計画に係る審議を行う中で、地域が抱える課題、それか

ら地域が持つ資源を踏まえまして、それぞれの地域が目指すまちづくりについて、

具体的に検討をしていただくことになるというふうに考えております。 

 次に、十文字原の開発についてであります。当地は中国自動車道と地域高規格道

路、すなわち小郡萩道路が連結をいたしますジャンクション及び十文字インターが
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設置をされることなどから、地域発展の拠点として将来有効かつ希少な開発用地に

なるというふうに考えておるものでございます。つきましては、国または県等の協

力を得ながら、用地の有効活用を今後検討してまいりたいというふうに考えておる

とこでございます。 

 ３点目の農業の振興についてであります。 

 まず、秋芳梨の生産に関する現状についてでありますが、ピーク時におきまして

は９０戸近くの農家で年間約１，５００トンの生産量となっておりましたけれども、

近年におきましては約４０戸の農家によりまして約６００トンの生産量となってお

るとこでございます。 

 従いまして、梨農家におかれましても、水田農業等と同様に農業者の高齢化の急

速な進展、それから後継者不足等といった状況にあるというふうに認識をしておる

とこでございます。 

 しかしながら、梨農家におかれては、秋芳梨生産販売協同組合を中心といたしま

して、梨生産基盤の整備、それから生産農家間での生産技術の研鑽、さらには先ほ

ど言われましたけど、首都圏を初めとした高級果物店への出荷等、生産経営基盤体

制強化に非常に努力され取り組まれてきたところであります。 

 また、合併前の旧秋芳町におきましては、当該組合の活動に際しましての支援を

初めとして、県事業を活用して防風対策強化果樹棚設置補助といいました生産設備

への支援、それから後継者育成対策といたしまして新規就農者に対する技術研修支

援及び就農時におきます生産施設整備への支援等、生産者等に対しまして財政的な

支援を推進をしてきたところでございます。 

 合併をいたしました新美祢市におきましても、この秋芳梨というブランドは全国

に発信できます地域農産物として非常に重要なものであると私は認識をしておりま

すし、秋芳洞、秋芳洞等の自然観光から梨狩りへといった新市の観光ルートの一つ

を形成をしておるということも認識をしておるとこでございます。 

 秋芳梨の生産基盤整備に対します支援はもとより、農業生産団体に対しましても、

引き続きでき得る限りの支援を行ってまいりたいというふうに考えておるとこでご

ざいます。 

 さらに秋芳梨の起源であります、先ほど議員がおっしゃいましたけれども、明治

３７年に植えられました木が１００年を超える風雪に耐え、長寿梨として大切に栽
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培、管理をされて、今も果実を実らせているということ。これは秋芳梨発信のシン

ボルでもあるというふうに私は考えておりまして、その保存、栽培環境の支援策に

つきましても、山口県美祢農業──失礼しました。山口県美祢農林事務所とも連携

をいたしながら協議、検討を行ってまいりたいというふうに思っておるとこでござ

います。 

 また、後継者対策についてでありますが、新市基本計画の新農林業振興まちづく

りプロジェクトへの四つの柱の一つといたしまして位置づけられておりますが、県

事業を活用しながらＵ・Ｊ・Ｉターン者を含めました新規就農者の確保、育成、さ

らには就農後のフォローアップをさらに推進することによりまして、後継者の確保

に努めてまいりたいというふうに考えておるとこでございます。 

 次に、地域ブランド戦略、競争力を持った地場産品の開発と支援についてでござ

いますけれども、現在市内の民間事業者におきまして、市内で生産された米、それ

からバレイショ──ジャガイモですね──利用しましたコロッケが、県内はもとよ

り全国に向けて発信、販売をされているところであります。先ほど申しました新市

基本計画の新農林業振興まちづくりプロジェクトの中にありますように、農業と他

分野の産業の連携による新たな産業の創出、農産物加工品の開発、さらには美祢か

ら全国への発信がなされたすばらしい事例ではないかというふうに考えておるとこ

であります。 

 また、農産物等の付加価値を高めることは農業所得の向上には必要不可欠と考え

ておりますけれども、美祢市におきましては秋芳梨を初めといたしまして、厚保栗、

美東のゴボウ、それからホウレンソウ等々ですね、農業生産物や農産物加工品とし

て地域ブランドが確立できる可能性を持ちました地場産品が幾つも存在するものと

いうふうに考えておるとこでございます。 

 これらの地場産品につきまして県、それからＪＡ山口美祢及び市関係部署が連携

を密にいたし、このような分野においては必要不可欠であります民間活力を活用し

ながら、地域ブランドとして確立していく取り組みに対する支援を行ってまいると

ともに、全国におきまして新美祢市の地場産品といたしましてＰＲ活動を積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 ４点目の御質問については、教育長に答弁をいたさせます。 

○議長（秋山哲朗君）  福田教育長。 
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   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  河本議員の地域づくりの拠点、公民館の果たす役割につい

ての御質問にお答えいたします。 

 公民館は戦後の混乱から日本の国土を再建する原動力として構想され、昭和

２４年に公布された社会教育法に基づき、市町村その他一定区域内の住民のために

自治体生活に則する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の

教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に

寄与することを目的として市町村が設置すると明示されました。 

 公民館の事業といたしましては、定期講座を開設すること。討論会、講習会、後

援会、実習会、展示会等を開催すること。図書、記録、模型、資料等を備えその利

用を図ること。体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。各種の団

体、機関等の連絡を図ること。その施設を住民の集会、その他の公共的利用に供す

ることなどが上げられております。 

 その後、昭和４６年の社会教育審議会の急激な社会構造の変化に対処する社会教

育のあり方についての答申において生涯学習の必要性が指摘されております。これ

によりまして住民が生涯の各時期に直面する問題と、その問題解決に必要な知識を

身につける、いわゆる生涯学習が最も身近な学習場所として教材を提供し、教育、

文化活動を展開していく公民館と結びつき、これまでさまざまな事業を行ってまい

りました。 

 公民館の目的は、議員もお示しのように集う、学ぶ、結ぶと言われております。

公民館は学ぶだけではなく地域に住む住民が同じ場所で集い、そして結ぶことによ

ってさまざまな人とのつながりを持てる場であり、さらに、人と地域、人と行政を

結びつけていくという大きな役割を担っていると考えております。 

 公民館活動の活性化を図るためには職員の資質向上はもちろんのこと、地域住民

や公民館運営審議会、社会教育委員の意見を十分に反映した公民館活動を進め、地

域の課題に積極的に取り組み、さらに地域のすぐれた人材を生かし、公民館と住民

との交流を大切にし、地域の活性化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  河本議員。 

○１０番（河本芳久君）  今、市長の答弁をお聞きしますと、市長は本市の地域のい
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わゆる末端の集落の状況、また、これから農業振興はどうあるべきか、詳細にわた

って答弁いただきましたし、その実態もよくつかんでおられることに対して敬意を

表したいと思います。 

 ところで、今、末端集落の掌握、これは区長という形で今後区長に十分地域との

連携をするパイプ役として期待されると申されましたが、今まで末端の集落はいろ

いろ問題もあって名称変更もございますが、秋芳町では自然発生的な集落として部

落、部落長、または区長、自治会と、いろいろ名称をございましたが、これを統一

して区長にそういう権限をおひとつ委嘱されたと。これは平成１６年に地方自治法

の改正で、これまで地域自治区という政令都市というか東京都の、そういう区の制

定は特定な自治体のみ権限を任されておりましたが、この１６年の法改正ですべて

の市町村に地域自治区を設置することができるとそういうことを念頭に今、区とい

う名称で統一され、そして地域住民の自発的な自主的な活動として、それらにいろ

いろの活動をお願いすると。しかし、その区長の委嘱について、これは地方公務員

法のこの第３条３項、いわゆる嘱託職員、特別職員という形で市はとらえておられ

るかどうか。区長というものを。そして、その区長は今の掌握している集落の数と

いえば３から４戸。私の調べたところでは集落の戸数５戸未満っていうのが、ま

た──１０戸未満っていうのが４３０集落のうちに２４．９％、多くの集落が小規

模な集落。二、三戸で区長を委嘱して、その人にパイプ役をお願いするのが妥当か

どうか。いわゆる手当、報酬等もございますが。また、特別職という身分であれば

いろいろ制限もある。欠格条項というか、その該当する一つの職員としてもいろい

ろ条件があるであろう。また、それにかかわる条例等を制定して区長の任命もなさ

れることだろうと思います。 

 私の言わんとするところは、そういう区長の位置づけが法的ないわゆる特別職と

いう形で委嘱されてるかどうかというのを確認したい。 

 それから、３戸か２戸ぐらいしかない、そういうこの集落に対して、現在区長と

して委嘱されているかどうか。されていれば今のように末端のそういうこの区とし

て機能しにくいようなそういうものを再編成するような、そういう意向はあるかな

いか。というのが、今の地方自治法の２０２条にかかわるような地域自治区という

行政の末端の組織を意識されてこの区制を今後運営されようとしておるのかどうか。

このあたりについてお伺いします。 
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○議長（秋山哲朗君）  兼重部長。 

○総合政策部長（兼重 勇君）  只今の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 この区長の位置づけでございますが、河本議員おっしゃいましたように、これは

地方自治法に基づいた位置づけというふうに認識をしておるところでございます。 

 この合併に伴いまして、この区のあり方についてもいろいろ御議論もいただきま

したが、おっしゃいましたように５戸未満のいわゆる区、あるいは１０未満の区

等々ございます。果たして将来これで区の運営ができるかという議論ございました

が、長年その集落で生活をともにされてこられたわけでございますから、一方的に

行政の方から、合併をするから再編成をということにもならないということで、既

存の集落をそのまま尊重しながら４４１名の区長さんを任命した経緯がございます。 

 しかしながら、先ほどから出てまいりますように限界集落等もございますし、本

当に集落の運営は今後、今の体制でできるかどうかということは今後の課題として

とらえているとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  河本議員。 

○１０番（河本芳久君）  今、区長は、地公法の第３条に該当する特別職であると。

そうすると併せて地公法１６条にかかわる要件、やはりそういったものも今後考慮

しながら区長の委嘱を考えないといけないんじゃなかろうかと。で、ただ、従来の

その集落で選任されたその代表者をイコール区長という形で持っていけるかどうか。

これもひとつは特別職というひとつの位置づけで報酬を支払っていけば当然そのこ

とも考慮されんにゃあならん。そういったことで、今後末端の行政区の運営のあり

方については大いに、すべり出しですから、まだスタートしたばっかりですからい

ろいろ課題ありましょうが、十分考慮されながら円滑な運営ができるように、ひと

つ行政としても姿勢をひとつ示してほしい。これは要望でございます。回答要りま

せん。 

 次に、市長は、十文字原の開発について、残された唯一のこの土地、いわゆる重

要な位置にある未開発の土地である。このことについて十分認識をしておるが、今

具体的に新市の総合計画にどう位置づけるかの答弁がございませんでしたが、この

あたり、新市の総合計画の重要な一つの美祢市の東部における拠点として、ひとつ

県ともしっかり連携をしながら取り組む姿勢、この辺はどうですか。もう一遍確認
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したいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  先ほど壇上で申し上げたとおり、国・県・関連機関として十

分協議をしながら有効な使い方を探していきたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  河本議員。 

○１０番（河本芳久君）  市長のひとつ答弁ございましたように、これからの努力に

大いに期待しちょるとこです。よろしくお願いいたします。 

 次に、今これからの地域社会の元気が出る一つの方途として農業振興について、

特に秋芳梨について力強いひとつその意思表示がございましたので、このことに期

待しておるわけでございますが、やはり秋芳梨でなくてブドウとか栗とか、観光農

園とつながる。いわゆる秋吉台の秋芳洞の観光客とのつながり、こういった面から

もいわゆる有効な一つの新市発展のかぎにもなりますので、このあたりの支援につ

いても十分ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 ここで地域づくりについて、教育長は公民館の果たす役割についてるる説明をさ

れました。認識は十分、それで十分だと思いますが、具体的に新市の各公民館は、

そういうまちづくりについてどんな活動をしておられるか。私としてはやはりそう

いうまちづくりにかかわるようなそういう事業としては、例えばふるさと再発見な

り地域住民の連帯感を醸し出すような事業が公民館活動の中に実際に展開されてい

るか、また、地域住民の福祉や生活向上の面で公民館は現に果たしておる役割はど

うだろうか。 

 例えば、昭和５０年度までは、生活改善、そういった面で、結婚改善というよう

な面で公民館結婚という、今までの各家庭の結婚は今度は公民館、その次はホテル

に移りましたが。地域の嫁を迎える婿を迎えるということで、婦人会や青年団たち

が一緒になって公民館結婚を祝って、そして地域の生活改善を果たした歴史でござ

います。また、公民館の活動の中には地域団体である青年団とか婦人会、これが核

になって地域を元気づけておりました。しかし、こういった組織も既に弱体化し青

年団もほとんどない。 

 その中でこの地域を盛り上げていくような人材育成なり団体との連携、現に公民

館はそういったことをどうしておるか。または、土曜日、日曜日、祭日、夜間、自

由に住民が使えるようになっておるかどうか。いわゆる管理が中心になれば住民に
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開放された施設じゃあございません。そういう現状がどうかということをお聞きし

たい。 

○議長（秋山哲朗君）  福田教育長。 

○教育長（福田徳郎君）  議員さんの御質問にお答え申し上げます。 

 公民館活動につきましては、先ほども申し上げましたことを各公民館に行ってお

話ししておりますが、具体的にはそれぞれの公民館におきまして、学級、講座、教

室、そういったものを開設しておりますが、たとえばふるさと学習講座、世代交流

事業そういった講座、さらには、グループ、サークル活動、各公民館におきまして

それぞれの地域でさまざまな文化活動等を行っております。さらに、体育、レクリ

エーションの活動ということも行っておりますし、また地域全体の事業といたしま

して、人権の活動だとかあるいは体育活動を全体で行うとか、そういったことをこ

れまでも行っておるし、こういったことをさらに充実させていかなくてはいけない

と考えております。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  河本議員。 

○１０番（河本芳久君）  施設があったりそれから予算があっても、公民館は実際に

地域住民の要望にこたえ、また地域の活性化のまちづくりに寄与するっていうこと

になるとやはり人ではございます。 

 その人について公民館主事という、主事という身分が職員として位置づけられて

いる。そして、社会教育主事という特別な資格を有する職員も当然配置される。と

いうことは、公民館職員になれば大学や国立の施設において、その資格習得のため

に特別な研修をして、その資格を習得して任務に当たっているわけでございますが、

現在、また最近でもいいですが、そういう資格習得のために行政はどのような対応

をしてこられたか。大概毎年各市町村で２年置きには必ず広大か九大に派遣されて

そういう人材の育成をされてきました。また、派遣社教主事の受け皿としてそうい

う人材の育成をしなくてはならないというと一つの受け入れ要件もございますが、

そういう有資格者の人材育成についてどういう現状ですかお尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  福田教育長。 

○教育長（福田徳郎君）  御質問にお答えいたします。 

 社会教育主事の講習ということにつきましては、年次計画的に行っているという
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ことでございます。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  河本議員。 

○１０番（河本芳久君）  現在、何人ぐらい美祢市にそういう有資格者がおられるか。

今すぐわからないでいいですが、そういう一つの調査をされ、そして年次的にって

いう、そういった面についてもひとつ十分配慮され、公民館が地域住民に開かれた

生涯学習の拠点でありまちづくりの拠点として大いにひとつ頑張ってほしい。現に

そこに配置されてる主事というのも一生懸命やっておられます。もう夜もない日曜

日もないというような声も聞こえますが、そういった活躍こそこれからの地域づく

りに大切な人材ではないかと。そういったことでひとつしっかり教育長としても支

援をしていき、また体制づくりをしてほしい。 

 以上でございます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、午後１時まで休憩をいたします。 

   午前１１時５０分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 １時００分再開 

○副議長（河村 淳君）  議長が所用のため席を外しておりますので、これより副議

長の私が議長の職務を務めさしていただきます。御協力いただきますようよろしく

お願いを申し上げます。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。岩本明央議員。 

   〔岩本明央君 登壇〕 

○８番（岩本明央君）  明政会の岩本明央です。美祢市議会平成２０年９月定例会で

の一般質問を行います。 

 村田市長におかれましては、御就任以来役５カ月、大変御苦労、御心痛のことと

お察し申し上げます。山口新聞の首長の動静で土曜・日曜・祭日でもほとんど休み

なしの状態で、半ばお気の毒の気持ちさえ持っております。どうぞお体には十分お

気をつけくださいませ。 

 それでは本論に入ります。 
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 質問の件名は、新市の農林業振興と今後の具体的政策についてであります。 

 要旨１は、農業法人、集落営農、機械利用組合、認定農業者等の育成や農地の集

約──これは大規模農家の育成、それから農産物の需要拡大──地産地消でござい

ますが推進等、それに限界集落防止策についてであります。 

 １０年から１５年前に提唱されましたこれら農業問題を今ごろになってと思われ

るかもしれませんが、合併して新市が誕生し、我々農家、農民は新市長村田市長に

大変期待をしております。新市基本計画、それに市長の施政方針、予算の概要、予

算書等にありますように、やはり農業は命の源で、農民、農業が元気であれば皆元

気になれる、そういうふうに思っております。これら諸問題に、具体的に、前向き

に、早急に取り組まれますよう期待をしております。 

 次に、限界集落防止策について質問いたします。これは先ほど河本議員の質問に

もありましたが、現在、新美祢市内に限界集落が５７集落あると先ほど答弁があり

ました。この限界集落問題は、過疎化は言うまでもなく農地の荒廃を招き、山林は

荒れ放題に、さらに、宇部市や山陽小野田市の水資源問題など深刻な問題が多く発

生する可能性があります。今後、村田市長は、これらの諸問題について具体的にど

のように進めていかれるのかお尋ねをいたします。 

 要旨２は、林道、作業道整備への補助金等の補助支援による林業や土木建築業界

の活性化についてです。 

 昭和２５年ごろから３５年ごろにかけまして杉、檜等が盛んに植林されました。

今５０年以上たって、それがぼつぼつ値打ちが出てきて売れるようになりました。

しかし、何せ奥山で今の人間ではとても作業になりません。そこで森林組合や土木

業者へ、林道、作業道の整備依頼を考えられてはいかがでしょうか。杉・檜の奥山

への林道、作業道が整備されますと、間伐材の活用はもとより木の伐採、運搬の利

便性がよくなり、奥山の木材価格が上がるとともに、森林組合、業者等も潤い一挙

両得だと思います。 

 森林整備は、今問題になっています地球温暖化問題、ＣＯ２削減問題など世界的

規模でのこの取り組みに協力できると考えます。また、労務賃金等で地域住民の

方々も潤うと思います。さらに、先ほど申しました水資源確保にも大きな役割を果

たします。 

 続いて、山口県税の森林税の活用で林道、作業道の整備はどうでしょうか。この
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森林税は本市２０年度予算中のどの部分に当たるのかお尋ねいたします。 

 今申しましたことは、来年、さ来年ではなくて５年、６年、１０年の計画のもと

に実施していただきたいと思います。村田市長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、教育長と市長にお尋ねいたします。 

 地産地消に係る関連質問です。 

 先般、観光振興対策特別委員会で別府の養鱒場を研修視察いたしました。現在、

旧秋芳町内、美東町内の小中学校では鱒材料の学校給食が実施されておりますが、

これを美祢市内全域の学校に広げてはいかがでしょうか。そうすることにより子供

たちの食育向上にもつながります。また、子供たちが大きくなって美祢市を離れた

とき、郷土の味、鱒の味を思い出してくれると思います。そしてリピーターになり

美祢市の鱒を宣伝してくれるはずです。市長におかれましては、市内二つの市民病

院とその附帯施設へ鱒料理推進を要望いたします。 

 以上は養鱒場の赤字解消や再建に役立つと思います。市長、教育長お二人に今後

の計画をお尋ねいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。２回目以降の質問は質問席から行います。 

   〔岩本明央君 発言席に着く〕 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  岩本議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の農業振興関係の御質問についてでございますけれども、現在市内

の集落においては農業者の高齢化の急速な進展、または農業後継者不足、さらには

昨今よりの原油価格の高騰等に端を発した生産資材の高騰により農業経営が圧迫さ

れまして、従来までの零細な個別完結型経営が困難となっている状況が見受けられ

るところであります。 

 このような状況を受けまして、国の政策として、認定農業者や集落営農組織及び

農業法人等いわゆる担い手の確保、育成が推進をされているところであります。 

 当市におきましても、国において、平成１７年に経営所得安定対策等大綱が策定

されたことを契機に、山口県美祢農林事務所、ＪＡ山口美祢と緊密な連携を行いな

がら認定農業者や集落営農組織への誘導、育成指導に取り組んでまいりまして、本

年８月末時点では農業経営の法人化、または団体化をされた集落営農組織が１７組



- 32 - 

織設立をされまして、農業経営に取り組んでおられるところでございます。また、

これら担い手の育成に併せて農業委員会による農用地の利用権設定等のあっせんを

行い、担い手への農用地の集積を推進をしてまいったとこであります。 

 今後とも引き続き担い手の育成確保に取り組むとともに、有休農地となる恐れが

ある優良な農地の担い手への集積を推進し、農業経営の規模拡大、さらには経営基

盤の強化に資するよう努めてまいりたいと考えております。特に集落営農組織の育

成に併せて農業後継者の確保、育成を推進をしていくことが限界集落発生防止の一

助となり得るのではないかというふうに考えておるとこでございます。 

 また、米・農産物等の需要拡大、特に地産地消については、去る６月定例会の中

で若干触れさせていただいたとこではございますけれども、市内小中学校等での学

校給食への積極的な利用や、特別栽培米美穂のかほりや厚保栗、秋芳梨、美東ゴボ

ウなどの地域ブランドの確立への支援を強力に進めてまいりたいと考えておるとこ

であります。 

 また、昨今では地元食品加工業者とＪＡ山口美祢や生産者団体との振興農産物の

出荷契約がなされるなどの動きもありまして、市としましても引き続きこれらの活

動に対し支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 ２点目の林業振興関係の御質問についてでございますけれども、現在の森林業を

取り巻く環境は、御案内のとおり木材価格の低迷、それから森林所有者の森林に対

する意識が薄れまして、手入れの行き届かない森林が増加をしているところであり

ます。このため国や山口県におきましては、水源の涵養や土砂の流出防止、さらに

は地球温暖化防止のための二酸化炭素の呼吸減対策等、森林の持つ公益的機能を発

揮させるために間伐等適正な森林整備推進しているところであります。 

 県においてはこれまでの間伐施業は、間伐材を林内に放置をするいわゆる切り捨

て間伐から、資源の有効活用と森林所有者へ収益を還元をするという観点から、間

伐木の搬出に重点を置きました森林整備を推進することとされておるとこでありま

す。 

 森林整備を推進するためには施業の効率化を図る上からも作業路網の整備が必要

であると考えるところであり、今年度予算におきましても多目的作業道開設事業補

助金を計上するなど一定の予算措置を講じているところであります。 

 また、林道の開設につきましては、国や県が作成します森林計画に則して、市が
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策定をいたします地域森林計画への詳細や開設基準、さらには計画の策定から森林

所有者の同意等多くの手続があるところであります。５年、１０年といった中・長

期の展望のもと、着実に進めてまいりたいというふうに考えておるとこでございま

す。 

 ３点目の御質問につきましては教育長より答弁をいたさせます。 

○副議長（河村 淳君）  福田教育長。 

   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  岩本議員の別府の養鱒場の鱒の学校給食への活用について

の御質問にお答えいたします。 

 学校給食は学校教育の中で重要な役割を果たしております。児童・生徒の心身の

健全な発達に資すること、作業を通して奉仕、協力、協調の精神を養い、食糧の生

産流通を学ぶこと、また環境問題について関心を深めることなど、生きた実践教材

として位置づけられております。 

 美祢市の学校給食は、季節に合った地域の食材を味わうことができるように地元

産をできるだけ取り入れることに努めてるところであります。 

 別府養鱒場の鱒の学校給食への活用状況でございますが、平成１９年度の実績を

申し上げますと、１０月から翌年３月までの６カ月間活用しており、嘉万、秋吉、

大田共同調理場は年６回、赤郷小学校では年４回、綾木小学校では年３回、淳美小

学校では年２回活用しております。 

 今後も昨年同様に１０月以降の学校給食で活用し、旧美祢市のすべての調理場に

おいても、鱒を食材とした献立を加えてできるだけの活用を図ってまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  岩本議員。 

○８番（岩本明央君）  先ほどの市長の御答弁の中で、山口県森林税のことがちょっ

となかったように思いますが、また後御答弁をお願いしたいと思います。 

 もう一つ、市民病院等の鱒への、その料理の件も併せてお願いいたします。 

 それじゃあ２回目の質問をいたします。 

 具体的な例を挙げてみます。ことしは特にイノシシの出没が多いように聞きまし

た。有害鳥獣対策事業として美祢市共済組合、ＪＡ等の補助金、さらに電牧、防獣
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ネット、トタン等への補助金。これは予算書の２３５ページですかありますが、こ

の施策がもっとふやしていただくようなことではどうでしょうか。特に不足した場

合は補正予算を組むお考えがありますかどうかお尋ねをいたします。 

 それから、次に、８月２６日の山口新聞によりますと、下関市と長門市が有害獣

捕獲肉処理施設建設や販売を協力していくという報道がありました。ここへお二人

の市長さんの握手の写真がありますが、今後、本美祢市もこのような方向に進まれ

ることを期待をしております。 

 余談になりますが、捕獲された真空パックで──冷凍されたシシ肉は道の駅等で

大人気で飛ぶように売れるそうでございます。 

 次に、鱒の需要拡大について具体的に触れたいと思います。鱒は今お話がありま

したようにシーズン性があると聞いております。鱒は特にはらわた等をのけて冷凍

保存をしておきますと、多少味が落ちますが３カ月以上持つと言われております。

給食センターや調理場で１回６８０食も調理しているところは、食材としては──

食材加工に大変でしょうが、ぜひ保存方法や調理方法を工夫、研究されまして、今

答弁がありましたようにぜひ美祢市内の小中学校をお願いしたいと思います。 

 さらに、美祢市役所内で行政内での地産地消を市民の皆様にお手本として率先、

遂行を目指す必要があると考えます。これは今質問しましたように市民病院での鱒

の料理の推進をお願いしたいと考えておるわけでございます。 

 鱒の粗さばきに手が足らないというふうなこともよく話を聞きますが、養鱒場と

調理現場と栄養士さんがよく話し合っていただきまして計画的に進めてほしいと思

います。 

 また、学校給食等での献立表は、遅くとも前月２０日前後には調理場等に届くは

ずでございます。また、２カ月、３カ月先の鱒料理等につきましても予定数量は計

算できると考えます。 

 以上の質問に対しまして、教育長、市長のお二人の答弁をお願いいたします。 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  まず、森林税の関係でございますけれども、只今中村農林課

長が出席をしております。そちらの方より説明をいたさせたいと思います。 

 それと、先ほど言われた森林に係る補助事業に関すること、その補正に関するこ

と。これについても現在当初予算に対してどれほどの進捗率があるか。その点も踏
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まえましてのお話になろうかと思いますので、その辺の現況等、担当の中村より説

明をいたさせます。 

 それから、病院における鱒の使用なんですけれども、今議員がおっしゃいました

ようにこれは病院食ということでございます。この鱒、確かにこの美祢市が全国に

発信していく材料というふうに思っております。これが病院食として適当かどうか

ということも含めまして、藤澤病院局長の方、その辺の補足的な説明をいたさせた

いと思います。ということで御了解をお願いいたします。 

 まず、中村農林課長の方から説明いたさせます。 

○副議長（河村 淳君）  中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君）  それでは、岩本議員の御質問にお答えをい

たします。 

 森林税につきまして、予算のどの部分にあるかと、という御質問でございますが、

これはあくまでも県民税でございますので歳出の方には記載はされません。で、歳

入の方に森林税の均等割額に含まれて徴収をされますので、歳入をし、森林税部分

を県の方に納めるというふうな手続になろうかと考えております。 

 次に、市の有害鳥獣対策でございます。それと併せて共済組合なり農協等の鳥獣

対策でございますが、農協における有害鳥獣の対策につきまして、特別事業を行っ

てないというふうにお聞きをしております。 

 次に、共済組合でございますが、鳥獣被害を防止するという観点から損害防止事

業ということに取り組まれております。これにつきましてはトタン、金網のフェン

ス、それから電気牧柵、イノシシよけの網っていいますか、これの設置に対する助

成を行っているというふうに聞いております。 

 これにつきましても、各トタンなりフェンス等の設置の限度数量は決められてい

るというふうにお聞きをしているとこでございます。 

 次に、新市における有害鳥獣対策でございますが、県営中山間地域総合整備事業

なり団体営の土地改良事業等に獣害防止柵の設置事業がございます。この事業に美

祢市、旧美祢市なり旧秋芳町については取り組んでいるとこでございます。 

 また、旧美東町におきましては、単県事業でございますが鳥獣被害等対策事業と

しましてトタン、電気柵等の設置に対して補助をしているとこでございまして、農

業費の予算に計上をさしているとこでございます。 
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 次に、予算書の２３５ページの予算についてでございますが、林業関係の予算に

なっているとこでございますが、有害鳥獣対策事業として猟友会へのその捕獲の報

酬代、委託事業です。それから、捕獲した有害鳥獣に対する補助金。これにつきま

しては予算内で消化できるんじゃなかろうかというふうに考えております。 

 それから、シカ捕獲調整事業につきましては、これは県の委託事業でございます。

また、県の方からの委託頭数等が増えれば、それに沿って増額の補正をお願いをし

たいと考えております。 

 それから、シカ被害防止対策事業でございます。それにつきましては、下関市、

長門市との境界線、行政界にシカ防止柵を設置する事業でございますが、今年度

８キロを予定をしているとこでございます。１７年度から４カ年事業で事業を行っ

ておりますが、若干不足する、まだ未設定の箇所が出てまいりますが、これにつき

ましてはまた次年度以降考えていきたいというふうに今考えているとこでございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  教育長が先。教育長。 

○教育長（福田徳郎君）  只今の御質問にお答え申し上げます。 

 養鱒場の鱒の活用時期でございますが、提供していただける時期があればそれに

対応して活用できる調理場におきましては活用したいというふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（河村 淳君）  今、市長の方から藤澤病院事業局長ということがありまし

たが、ひとつ局長の方からお願いします。 

○病院事業局長（藤澤和昭君）  御質問にお答えしたいと思います。 

 病院の給食について鱒の活用をということであろうと思います。病院の給食につ

いては、その病院給食というのが医療の一部であるというところから栄養管理上の

問題もございます。専門的な医療スタッフとも相談さしていただきながらこの件に

ついては検討してまいりたいと思います。 

 なお、現状で病院給食において、地元農産物等はできるだけ地元の物を使うよう

にというふうにしております。 

 以上です。 

○副議長（河村 淳君）  岩本議員。 
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○８番（岩本明央君）  実は、森林税につきましては、県の農林水産部の方の林政課

の方で確認をしました。御答弁あったとおりでございますが、今現状としては竹繁

茂防止緊急対策事業で美祢市於福下の方のあれも今までの実績があったようにパン

フレットをいただいておりますので、これは今の、ちょっと違いますが一応参考に

させていただきました。 

 そういうことで、私の言いたいのはやはり美祢市役所内、養鱒場の鱒の問題でも

しかり、それからそれをやはり市民病院の中で使う、または学校給食で使うという、

やはり市民の皆様方にお手本になるような地産地消をやはりしていく必要があると

こういうふうに考えたから質問したわけでございます。 

 私の期待した９５％ぐらいの答弁をいただきました。満足をしております。そう

いうことで、お互いに新市ができまして大変でございますが、合併した以上は市民

全員が協力してすばらしい美祢市にしていきたいとこういうふうに考えております。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上で質問を終わります。 

○副議長（河村 淳君）  最後は意見として取り扱いをさせていただきます。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（河村 淳君）  一般質問を続行いたします。萬代泰生議員。 

   〔萬代泰生君 登壇〕 

○５番（萬代泰生君）  新政会の萬代でございます。昼からの大変眠たい時期とは思

いますが、ちょっと人が変わりましたのでちょっと目を覚ましていただいて、しば

らくの間おつき合いをいただきたいというふうに思います。 

 今回は、教育に関する質問が１件と住民の皆さんが日々の生活の中で不安に思っ

ていることや要望されている内容の質問が３件を課題とさしていただきましたので、

御答弁方よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、新聞記事に大きな見出しで掲載があります。小中学校の不登校問題

について質問をさしていただきたいと思います。 

 ９月に入り、市内の小中学校では長い夏休み期間も大きな事故や災害もなく終わ

り、児童・生徒の皆さんや先生方も２学期を迎えられ、授業や部活動、さらには運

動会の準備にと毎日一生懸命に取り組んでおられることと思います。 

 ところで、最近の新聞やテレビを見ておりますと、相も変わらず教育環境におい



- 38 - 

て施設内事故やプール事故など、学校現場における事故が報道され、家庭教育に問

題があると思える事件としては、子供が親を殺傷したりバスジャックなど、自分が

コントロールできない子供たちの事件も相次いでいるところであります。 

 さらに、ことしの大きな事件として報道されました、大分県の教員採用試験にか

かわる不正問題の発覚など、教育問題もついにここまで来たかという思いは切ない

思いを通り越して怒りを感じる一人であります。 

 日本の将来を託すべき子供たちの教育現場や家庭教育など、日本の社会に何か目

に見えない問題の欠落に大きな不安を抱えざるを得ない思いをしているのは、私を

含め多くの皆さんも感じておられることと思います。国や県は、一刻も早く根本的

な対策を講じていただき、社会不安の払拭に全力を傾注してほしいと願っていると

ころであります。 

 さて、今回は、この問題はさて置きまして、去る８月８日の毎日新聞に、「小中

学生不登校１２万９，２５４人、文科省調査２年連続増加」そういう大きな見出し

で全国の実態が掲載されておりました。 

 また、山口県の実態につきましても１，４８１人が３０日以上不登校、県内公立

小中学校、中学校は全国平均を上回るという記事が掲載されておりました。 

 この調査は、全国にある国公・私立小中学校３万３，６８０校を対象とし、病気

や経済的理由を除き３０日以上休んだ児童・生徒を不登校と定義したもので、

０７年度は過去最高の３４人に１人が対象となっている。 

 また、その要因としては、人間関係をうまく構築できない児童・生徒の増加が

９３％を占め、家庭の教育力低下で基本的生活習慣が身につかず不登校に結びつく

という理由が８２％となっているという記事であります。 

 また、県内の実態では、児童数７万８，８５６人のうち２６４人で０．３％、生

徒数３万９，４３１人のうち１，２１７人で３．１％がその対象となって、その主

な要因に、友人や教師との人間関係やいじめ、学業不振などから不登校になること

が多いという内容の記事が掲載されております。 

 ところで、新美祢市は合併によって、小学校は１２校から２２校へ、中学校も

５校から８校に増加している状況にもありますので、市内の小中学生の不登校問題

について、以下の２点についてお尋ねをいたします。 

 １点目は、市内小中学校における現状がどのようになっているのか。２点目は、
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その要因把握とその対策内容についてお尋ねをいたします。 

 ２点目は、圃場補助整備状況の現状と今後の予定についての質問であります。 

 ことしは今のところ台風や豪雨災害などもなく、農業にとっては順調に推移し豊

作が見込まれる状況にあるところでありますが、米や果樹などが最後まで何らの被

害もこうむることなく収穫ができますよう願っているところであります。 

 ところで、美祢市の区域内における農業は基幹産業の一つであり、農業の不振は

美祢市財政にも大きな影響を与えることは皆様もよく御存じのことと思います。ま

た、合併によって、市内の農地も格段と拡大され、主力農産物も米や麦などのほか、

野菜ではホウレンソウ、イチゴ、スイカ、メロン、ナス、キュウリ、白菜、大根な

どの多種多様な農産物が生産され、果樹においては厚保栗、秋芳梨、西条柿など幅

広い農産物の生産に多くの農家が毎日汗を流されているところであります。 

 しかし、農業環境の内面に目を向けますと、高齢化や少子化の進展から農業従事

者も年々減少傾向にあるとともに、農業生産物の減少や農地の荒廃も次第にその規

模が拡大している現状ではないかと思います。 

 このような環境の中、少ない労働力で効率のよい農業生産を行うには、何といっ

ても生産基盤である圃場の整備は欠かせないものと認識しております。また、地元

住民の方から何箇所かのこの圃場整備の陳情も出されているように伺っており、そ

の地域に行きましたときに、いつになったら整備がしてもらえるのか、今後の予定

がどのようになっているかなどを要望があちこちでありましたので、農業問題に、

特にこの圃場整備問題に限ってこのたびはお尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、３点目でございますが、区集会所建設補助要綱に冷暖房設備、エアコンを

加えることについての質問でございます。 

 美祢市区集会所建設補助金の交付要綱では、住民が自主的な活動を推進し地域の

連体意識の向上を図り、行政の進展に寄与するために必要な区集会所の建設事業に

係る補助金の交付が定められております。平成２０年４月１日から新築では

１５０万円、増築及び補修については５０万円の最高限度額を定めるとともに、運

用方針におきまして、その設備内容が事細かに明記されておるところでございます

が、エアコンの表示がありません。また、この集会所の中には美祢市選挙管理委員

会の投票所としても使用されているところもあり、その数を選挙管理委員会にお尋

ねしたところ、旧美祢市で１１カ所、旧美東町で６カ所、旧秋芳町で２カ所の合計
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１９カ所で投票事務が行われていることがわかりました。 

 特に今年は、今年７月に実施された県知事選挙におきましては、冷房設備がある

ところは快適な環境の中で投票事務を行うことができたかもしれませんが、冷房設

備のないところでは大変な暑さの中で行わざるを得なかったのではないかと思いま

す。特に投票事務や立会された方の中から、冷房設備のないところはあるところに

比べて少し手当に差をつけてほしいなどの意見もあちこちで聞いております。地球

温暖化の影響かどうかわかりませんが、ことしの夏も３０度を超える日々が何日も

続き、冷房設備に頼らざるを得ない環境になっていることも認識しなければならな

いと思います。 

 そこで、地域コミュニティーの醸成場所である集会所の設備にぜひともエアコン

を加えていただき、また、補助金の最高限度額につきましても見直しをしていただ

くとともに、既に建設が済んでおる集会所についてもエアコンの設備が受けられる

ように検討していただきたいということを強く望んで質問とさしていただきます。 

 次に、最後の４点目となりますが、東厚保町山中の長谷川の水質懸念についての

質問であります。 

 美祢市は市民の生活環境を守るために──ちょっとしばらく条例の目的を申さし

ていただきます。 

 市民の健康で文化的な生活を確保する上において、快適で良好な生活環境の保

全が極めて重要であることにかんがみ、市事業者及び市民の環境保全に関する責

務を明らかにし、並びに環境保全に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、市民の環境保全に関する意思を尊重して、環境保全対策の総合的推進を図

り、もって市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な生活環境を確保

することを目的とする。 

という美祢市環境保全条例が制定しております。 

 この条例には、市、また事業者、また市民が果たさなければならない事項が事細

かに定められており、それぞれの立場で、充分にその機能が果たされているものと

思っております。 

 ところで、昨年の６月ごろ東厚保町山中の長谷川について、住民の方から、川の

水が汚れているのではないかという疑問が寄せられたと思います。この長谷川は山

中地区で長谷集落から中村集落を下り、西の浴、横坂へと地域の中心を流れる川で、
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川の近くでは井戸あるいはボーリング等を行っている家庭もあり、住民の皆さんが

川の流れを大変心配されているところであります。 

 市は、住民の方から寄せられた疑問に対しどのような対処をされてこられたのか。

また、対処の結果問題はなかったのかお尋ねします。 

 以上、４点の質問に対し誠意ある御答弁をお願いいたしまして、壇上での質問を

終わります。 

   〔萬代泰生君 発言席に着く〕 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  萬代議員の御質問にお答えをいたしますが、１点目の市内小

中学校の不登校問題につきましては、後ほど教育長より答弁をいたさせます。 

 ２点目の圃場整備状況の現状と今後の予定についてでございます。 

 まず、圃場整備の現状につきましては、旧美祢市については整備済み面積は

８２９ヘクタール、整備率は要整備水田面積の７９％となっております。また、旧

美東町の整備済み面積は７９５ヘクタールで同整備率は８８％、また旧秋芳町の整

備済み面積は７５３ヘクタールで同整備率は８８％でございまして、新市全体にお

きます整備済み面積は２，３７７ヘクタールで要整備水田面積の８５％が整備済み

となっているとこでございます。 

 現在も東厚保町の岩ヶ河内地区や秋芳町の鍛冶屋地区など３地区におきまして

２６ヘクタールを団体営事業や県営中山間地域総合整備事業によりまして整備を進

めておるところでございます。 

 次に、今後の予定についてでありますけれども、現在、伊佐町杉谷地区、東厚保

町江の河原地区及び山中地区の３地区から整備要望が出されているところでありま

す。高齢化が進行いたし耕作放棄地の増加が懸念される中、生産基盤の整備は必要

なものというふうに考えますことから、これら３地区につきましては、今後市の財

政事情を見極めながら地元関係者や山口県とも協議を進めまして、事業実施に向け

て取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 ３点目の区の集会所の建設補助金要綱の冷暖房設備、すなわちエアコンですが、

これを加えることについてということであります。 

 区集会所の建設費補助金交付事業は、合併前の旧美祢市・美東町・秋芳町におい
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ても実施をされておりましたので、新美祢市におきましてもこの集会所の建設費補

助金交付事業を引き継ぎ、美祢市集会所建設補助金交付要綱を策定をいたし事業を

実施しておるところでございます。 

 先ほど議員がおっしゃいましたが、新築につきましては建設費の総額からこの要

綱以外の国・県・市及びその他の指定財源を考慮した額の３分の１について

１５０万円を最高限度額として交付をすることとしております。また、増築、補修

については、建築後１０年以上を経過をし、かつ事業費からこの要綱以外の国・

県・市及びその他の特定財源を除いた額が２０万円以上の経費について、その超え

る経費の３分の１について５０万円を最高限度額として交付をするということとし

ております。 

 平成２０年度につきましては、新築については２件、それから補修については

１２件の工事に対して、補助金総額５４６万７，８７９円を交付をする予定となっ

ておるとこでございます。 

 お尋ねのエアコンの設置につきましては、旧美祢市でエアコンを集会所に固着を

する設備として、補修工事の補助金交付対象としておりましたところから、エアコ

ンの設置は補修工事の対象に含まれるものとし、各地区から補助金の交付申請があ

れば、補助金交付要綱に照らして予算の範囲内で対応していきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 また、補助金の最高限度額については、合併後の協議に基づき決定されたもの

で──合併時の協議に基づき決定されたものでありますけれども、諸般の状況等も

勘案いたしまして今後検討してまいりたいというふうに考えております。 

 それから、４点目の東厚保町山中の長谷川水質懸念についてということでござい

ます。 

 美祢市では、すべての市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な生活

環境を確保することを目的といたしまして、市環境保全条例を制定をしておるとこ

でございます。 

 また、その中で事業者の責務として、事業活動の実施に当たって公害の防止に努

めるのみならず、さらに進んで良好な生活環境が保全されるために必要な措置をみ

ずから講ずるとともに、市が実施をする良好な生活環境の保全に関する施策に積極

的に協力しなければならないというふうに定めておるとこでございます。 
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 先ほどお尋ねの東厚保町山中の長谷川の水質汚濁に関する取り組みについてでご

ざいますけれども、当該地区の上流部に養鶏場がございまして、昨年、議員がおっ

しゃいましたように、市民の方より河川への汚水の流入がある旨の連絡、通報があ

ったとこでございます。これを受けまして昨年の６月、旧美祢市環境保健課、それ

から農林課、それから県農林事務所畜産部及び山口県健康福祉センターと協力の上、

現地での施設確認及び利用者に対する聞き取り調査を行っております。 

 この中で、鶏舎内の鶏ふんについては、建屋内に適正に保管後、ダンプにより市

外へ搬出をされまして、また場内の雨水については、施設内の沈殿槽を経て上澄み

が流れる仕組みになっており、適正な管理が行われていたということを確認をして

おります。これによりまして、事業者へは引き続き適正な管理の協力をお願いをし

たとこであります。 

 また、雨水及び河川水の採取を行いまして、それぞれ臭気及び浮遊物の確認を県

担当者と現地で行いましたけれども、特段の問題はないということも確認をいたし

ております。 

 現在、新市の生活環境課において、継続的に河川の監視のため巡回を行っており

まして、今後も引き続き関係機関と連携をいたし、河川の水質保全に努めてまいり

たいと考えておるとこでございます。 

 先ほど申し上げましたように、１点目の御質問については教育長に答弁をいたさ

せます。 

○副議長（河村 淳君）  福田教育長。 

   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  １点目の市内小中学生の不登校問題についての御質問にお

答えいたします。 

 近年、高度情報化や都市化の進展、少子化の進行など社会が急激に変化する中、

価値観が多様化し激しく変化している状況にあり、学校における生徒指導上の課題

は極めて多岐にわたるものとなっております。また、子供たちの安全が脅かされる

事件も多発しており、子供たちを取り巻くさまざまな社会状況に目を向けながら、

学校における生徒指導のあり方、特に不登校問題への対応が今求められているとこ

ろであります。 

 本市におきましては、不登校の定義を文部科学省が示しております、何らかの心
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理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいはした

くともできない状況にあるため、年間３０日以上欠席した者のうち病気や経済的な

理由によるものを除いたものととらえて、毎月小中学校を対象に調査、把握、支援

に努めているところでございます。 

 お尋ねの小中学校の不登校児童・生徒の現状についてでありますが、昨年度の不

登校人数は、旧美祢市と旧美祢郡の小学校で５名、中学校で２０名であります。そ

の割合は小学校で０．３４％、中学校で２．５０％であります。これは全国の割合

と比べましてやや低いという状況でございます。 

 次に、要因把握とその対策についてであります。本市における不登校の要因とし

ましては、小学校では家庭に起因しての家庭の教育力低下による基本的生活習慣が

身につかず不登校に結びつく問題や親子関係をめぐる問題が考えられます。中学校

における要因としては、中学校入学後に新たに不登校になる生徒が多くおりますこ

とから、不登校になったきっかけはさまざまですが、思春期特有の自我の芽生えに

加え、小規模校の小学校から大規模校の中学校へ入学しての人間関係をうまく構築

できない問題、友人関係をめぐる問題があると考えております。 

 このような要因が考えられることから、本市における対策といたしましては、一

つ目は、学校内における生徒指導体制の確立であります。これは児童・生徒の頑張

りや課題、保護者への願い等を積極的に情報発信していくことや、児童・生徒の心

のサインを見抜く教員の観察力の向上のための研修の充実等であります。 

 二つ目としましては、不登校対策のための早期発見、支援体制の確立のため、市

内すべての中学校へのスクールカウンセラーの配置や不登校対策事業としての学習

支援員の配置の実施であります。 

 三つ目は、問題を抱える子供等の自立支援事業であります。本事業はスクーリン

グサポートチーム指導員が毎月学校を巡回訪問し、児童・生徒の生徒指導上の課題

を把握したり、児童・生徒の連続欠席が３日以上となった場合にはこの指導員が学

校に対して支援訪問を行い、そして断続欠席が５日以上になった場合には指導員が

学校内で実施する不登校防止のための校内チーム会議での指導、助言を行うことで

あります。 

 四つ目としましては、本市独自に実施しております小中学校連携事業及び小学校

交流学習事業であります。 
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 本連携事業につきましては、学習面や生徒指導面等について、児童が小学校から

中学校へ入学した際に、滑らかな接続を図ることができるようにと実施しているも

のであります。小中連携により児童・生徒の情報交換及び教職員間の共通理解が図

られ、小中学校が連携して適切な対応ができると考えております。 

 また、小学校交流学習事業は、中学校区内の小規模校の小学校において、年３回

以上授業を中心とした交流学習を行い、中学校入学前にお互いを知り、人間関係を

うまく構築する力などを育成しようとするものであります。 

 いずれにいたしましても不登校児童・生徒への対策は不登校の未然防止、早期対

応、そして不登校児童・生徒へ適切に対応するための教育相談の充実などの校内体

制を図ることが重要と考えており、美祢市教育委員会といたしましては、学校との

密接な連携を図りながら不登校問題の解消に向けて学校への支援の充実に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  萬代議員。 

○５番（萬代泰生君）  大変懇切丁寧な御答弁まことにありがとうございます。 

 ちょっと２点ばかし市長の方に確認をしておきたいと思います。圃場整備の現状

について、地元から３件要望が出されているという認識はお持ちのようでございま

すけれども、これは厳しい財政事情等勘案しなければ即座に回答はできないとは思

いますけれども、年度でお答えがいただけるかどうかが１点であります。 

 それから、２点目は、エアコンについてでございますけれども、このエアコンの

運用方針の中には、これが集会所に固着する設備、その中身が詳細に書いてあるん

ですけれども、新築並びに補修等につきましてもこのエアコンという言葉がござい

ません。先ほどの御答弁では、既にその対応をしておりますという御回答でござい

ましたけれども、やはりこういう方針と条例──これは要綱ですけれども、こうい

ったものにきちんと明記がされないとなかなか認識し得ないところもございます。

これは条例ではございませんので、早急にエアコンっていう言葉を加えていただく

ことができるかのまず２点についてお尋ねをいたします。 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  まず、圃場整備の件ですが、先ほど申し上げましたように国、

県等を通じまして団体等の仕事でございますので今協議をしておるということで、
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年度内の──年度を特定できるかという御質問だろうと思います。これにつきまし

ては担当課長、先ほども中村課長お答えしましたけども、担当課長が現実に今仕事

をしております。どの程度今仕事が進んでおるかお話をさしていただきたいと思い

ます。 

 それと今のエアコンの件ですね。要綱上の話をされたと思います。これも市長が

答えるというよりも担当課長の方が答えた方が適切だろうと思いますので、古屋地

域情報課長がお答えを申し上げます。 

○副議長（河村 淳君）  中村農林課長。 

○建設経済部農林課長（中村弥寿男君）  それでは、萬代議員の御質問にお答えをい

たします。 

 現在、地元から出されております３件の要望について、実施年度はいつごろにな

るかということのお尋ねだろうと思います。 

 現在、市長答弁にもありましたように叔母ケ河内と３地区でこの整備を実施して

おりますが、この最終年次が平成２０──３地区とも平成２１年度となっておりま

す。そういう関係から今上がっております３地区について、各地区ごとにいつから

かということ確たるお答えはできないことでございますが、早くてもこの２１年が

過ぎました２２年が要望が出ている３地区のどこからかと、になろうかというふう

に考えております。要望の出された時期もそれぞれ違いますので、どこの地区から

ということもお答えがなかなかしづらいとこがございますが、県農林事務所なりそ

れから地元の皆様方と協議をしながら交付の実施に向けて頑張っていきたいと考え

ております。 

○副議長（河村 淳君）  古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君）  萬代議員さんの御質問にお答えいたしま

す。 

 エアコンという表記が明示されていないということでございます。補助金交付要

綱の美祢地区集会所建設補助金交付に関する運用指針というのが定めてございます。

確かにエアコンという表記はございません。これにつきましては、エアコンという

のはもう必需品に近くなっておるというふうに考えておりますので、これの表現に

つきまして今後検討してまいりたいというふうに思っております。 

○副議長（河村 淳君）  萬代議員。 
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○５番（萬代泰生君）  今エアコンについて今後検討するということですが、これは

要綱ですから即座に入れることは可能と思いますよ。市民が見たときにわかりやす

い、やはり情報の提供っていうのは心がけていただきたいと思います。 

 圃場整備のこともこれから先、もう特に東厚保についての圃場整備率が非常に悪

いということで２件出ておりますが、先ほどの市長の答弁の中で、東厚保町の４カ

所ということがございます。これは私が住んでる地域でございます。市長さん初め

執行部の方々の御努力によって何とかことし終わりました。ことし田植えが終わっ

たところでございます。その点につきましてはこの場をお借りしましてお礼を申し

上げておきたいというふうに思います。 

 それから、長谷川の件でございますけれども、この問題は私も昨年この問題がど

うであろうかという問題提起をされてきたところでございます。なかなか地域の

方々に、全部の方々に理解していただくということも時間的余裕もない中から、今

回せっかく関係課長さん初め関係課が努力してこられたことを、やはりこの場を借

りて住民の皆さんにお知らせをするということも含めまして質問とさせていただき

ます。今後につきましてもこの川の汚染につきまして、汚染されることのないよう

に注意を払っていただきたいことをお願いしておきたいというふうに思います。 

 それから、最後になりますけれども、先ほど教育長さんから不登校問題について

の御答弁、懇切丁寧な御答弁があり、保護者の、ＰＴＡや保護者の皆様方もこの問

題に対しての一定の認識を持たれたのではないかというふうに思います。 

 今後におきましても、引き続きやはり少ない児童数でございます。児童や生徒数

でございますので、できるだけこの問題の解決になお一層努力されることをお願い

申し上げまして私の一般質問を終わらしていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（河村 淳君）  この際、暫時休憩をいたします。２時２５分まで休憩をい

たします。 

   午後２時１２分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後２時２８分再開 

○副議長（河村 淳君）  休憩前に続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。
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三好睦子議員。 

   〔三好睦子君 登壇〕 

○６番（三好睦子君）  日本共産党の三好睦子です。今回の質問で通告書に従いまし

て、５点、市長さん並びに教育長さんにお伺いいたします。 

 まず１点目として、国保のことですが、国保世帯が現在４，２２０世帯あります

が、このうちの国保税の滞納世帯が６６４世帯ということで、これは約１６％に当

たります。このうちの資格証明書世帯は１８世帯、短期証の世帯は１４４世帯です。

資格証明書は国保の被保険者であることを証明するだけで、治療を受けるときは医

療機関の窓口で全額現金で払うことになります。保険料を払うことが困難な家庭に

多額な医療費をどうやって払えと言うのでしょうか。全額支払いの医療費が多額に

なるので医者にかかるのを我慢してしまい病気がひどくなって、病院に担ぎ込まれ

るということになります。そのときは重傷で余計に医療費がかかってしまうという

ことが考えられます。また、病院に担ぎ込まれたときは手おくれで命を落としたと

いうこともあります。山陽小野田市では、保険証がないために重傷になり、病院に

行かれたときは手おくれで既に５人が死亡しておられるということです。 

 このいずれも大人の方でしたが、いつ子供が犠牲にならないとも限りません。資

格証明書は発行していない市は、現在私の知る限りではさいたま市、広島市、松本

市、習志野市などがあります。短期保険者証は１カ月・３カ月・６カ月と発行され

ているようですが、この有効期間は自己負担分を、有効期間中は自己負担分を払え

ばいいという点では資格証明書とは違いますが、お金を納入しないと期限が切れた

ままで無保険の状態に置かれて医者にかかれないという点では資格証明書と全く同

じです。これは医療を受ける権利を奪ってしまうものです。短期証の世帯の中には

子供さんもおられる世帯が２０世帯あります。このうち子供さんは何人いらっしゃ

るのかと聞きましたが把握をしていないということでした。けがや病気になっても

国保証がなくてお医者さんにかかれない子供がいることは子供の命まで差別してい

ることになってしまいます。そして、修学旅行では保険証のコピーが必要となりま

す。このとき子供たちはどんな気持ちなんでしょうか。親の保険税の納付がどうで

あろうとも子供に責任はないのです。子供のいる世帯に短期証を発行しないように

するべきではありませんか。親の状況を理由に無保険の子供をつくる状態を放置す

ることは子供たちの命と健康の差別であり、等しく社会保障を受ける権利を定めた
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子供の権利条約違反ではありませんか。子育て支援をするためにはこれは一刻も早

く子供を、すべての子供に保険証の交付をするべきです。市長さんにお考えをお尋

ねいたします。 

 ２としまして、住民の生活を脅かす高い国保税です。滞納世帯の中にはそれなり

の理由があって払いたくても払えない状況下にあるのです。払いやすいように支援

をして、支援についてお尋ねいたします。 

 保険税には法定減額について、納付書の作成の段階で自動的に減額をされていま

すが、申請減免の活用がされているかということです。申請減免は法律に基づいて

保険者が条例で決められている減免制度です。国保法の７７条には、「保険者は、

条例または規約の定めるところにより特別の理由があるものに対して保険料を減免

し、またはその徴収を猶予することができる」と規定しています。生活を脅かすほ

どの高い国保税は安くするために、払いやすくするための制度の活用として、市民

の生活を守るべきです。地方税法７１７条と国保法７７条がありますが、国保法

７７条は、「保険者は、条例または規約の定めるところにより特別の理由のある者

に対して、保険料を免除し、またその猶予することができる」と規定しています。

きめ細かな滞納者に従って申請減免をして活用していくことが大切ではありません

か。 

 その中で受領委任払い制度がありますが、これが活用されているかということを

お尋ねしましたら、これはしてあるということですが、滞納世帯にはこの活用が行

われてないということです。この滞納の世帯全世帯の方にこの活用をすればいいの

ではないかと思います。そうすれば先ほども──先日もありましたが、病院の医療

費の未収金も少なくなっていくのではありませんか。負担として国保が高過ぎるの

ではありませんか。 

 基金の補助額ですが、美祢市は１世帯当たり１４万９，０００円あるということ

になります。総額が６億２，０００万ですから、これを世帯で割りました。これは

１人、そして１人当たり約９万円になります。 

 市のこの１３市の中で類似団体である長門市を見た場合、基金は４，３００万に

なっています。人口の多い宇部市におきましても３億７，０００万。宇部市でも人

口が多いのでも３億７，０００万です。 

 この基金を見直しをして国保税を安くする必要があると考えます。 
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 それと、保険料についても資産割をのけた３方式になりつつあります。山口県下

で１３市の中で長門市、萩市、美祢市と４方式のところはこの３市だけです。３方

式にすることが所得を生まない、資産を持っている世帯は安くするができます。こ

のような３方式にする方向についてもお尋ねいたします。 

 国保は加入者の暮らしと命、健康を守るのでなくてはならないものです。高い国

保税は暮らしを圧迫しています。毎年引き上がる国保税では払いきれない加入者が

ふえてくるのではありませんか。物価高で家計は大変です。国保も介護保険料も高

いと悲鳴が上がっています。行政は暮らしを守るべきです。この国保税についてお

尋ねをいたします。 

 それと２点目ですが、真長田の保護者の方から──保育の件についてお尋ねしま

す。 

 真長田の保護者の方から、真長田保育園に１歳児の保育がないので大田まで行っ

ている。下の子は大田、上の子は真長田と両方には行けないので２人とも大田に行

くようになったと言われました。真長田に１歳児保育があれば大田まで行かなくて

も済むと話されました。 

 皆さん、乳幼児を持った親になった気持ちで想像してみてください。なかなか起

きれない子を起こして、ぐずる子をあやしながら着せかえて朝御飯を食べさる。一

方おっぱいも上げないといけない、おむつもかえて支度をしたり保育園に行く準備

をする。母親は忙しくて朝食も食べずに職場に行くということもあることでしょう。

働く親にとって朝はとても忙しいときです。こんな状況で上の子は真長田保育園に

下の子は大田へと別々の通園は本当に大変です。しかも保育園が職場と反対方向に

あるとすればなおさらです。地域に０歳児保育があると助かります。美祢市におけ

る保育園の受け入れ最低年齢の状況を見ますと美祢地域は０歳になっています。大

田地区では──美東地区では大田保育園が１歳、真長田では２歳になっています。

秋芳地区の秋吉保育園は０歳からですが、別府保育園と嘉万保育園は１歳からにな

っています。嘉万保育園は０歳のときは秋吉に行き、１歳になったらこの嘉万保育

園に戻ってこられる方がありますと話されました。 

 育児休暇が法律で決まり、母親はもちろん父親にも１年とれるようになりました

が、現在育児休暇が整備をされたといっても実際は休暇はなかなかとれないのが現

状ではないでしょうか。もちろん育児休暇が完全にとれることが大事です。しかし、
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実情から見てどうしても育児休暇のとれない職場があります。乳児保育園が必要で

す。 

 市長さんは施政方針の中で若者の定住、子育てを支援し活力あるまちづくりと言

っておられます。美祢市内どこの保育園でも受け入れ最低年齢は０歳にしていただ

き、若者の夫婦、子育て世帯を応援していただきたいのです。真長田地域は若者の

定住促進住宅もあり若い方が多いのです。近辺には山口部品の会社や工業団地もあ

り、市外の方が若い方が働きに来ておられます。母親の職場の近くに保育園に入れ

たいと望んでおられる方もあります。ぜひ真長田保育園を０歳児を開設していただ

きたいのです。このことは保育士さんの働く場所の確保にもつながります。市長さ

んのお考えをお尋ねします。 

 次に、チャイルドシートの件ですが、若いお父さんが話されました。「以前はチ

ャイルドシートの補助金があったよね。今はないのかねえ。結構高いから補助を出

してほしい。」と話されました。この補助金は以前は出ていました。調べましたら

チャイルドシートの推進期間中だけのことだったということですが、チャイルド

シートの購入には１万５，０００円から５万円以上とピンキリです。市の社会福祉

協議会に貸し出しがあるということですが、乳幼児は６カ月、幼児は５歳までで

３カ月ごとの更新で手続も美祢に来ないといけない。しかもお盆やお正月時期には

帰省客で需要が多く、そんなときにその台数があるかどうかわからないということ

でした。忙しい若い世帯の方が３カ月の更新、しかも美祢まで来るということは本

当に遠いと思います。乳児を抱えた若い世帯には負担が大き過ぎます。 

 また、初めての赤ちゃんは若い夫婦の宝物です。目に入れても痛くない可愛い我

が子にチャイルドシートは新品を買い与えたい。レンタルは嫌だ。これが心情では

ないでしょうか。私の時代はチャイルドシートの義務づけはありませんでしたが、

多分同じ気持ちです。市長さん、若い夫婦の気持ちを御理解いただき子育て支援を

して──子育て世帯を応援していただけたいのです。市長さんのお考えをお尋ねし

ます。 

 ３点目といたしまして、８月１日の新聞に記載されましたこの記事なんですが、

美祢市が高齢者の免許返納支援事業の協定を結んだことについて──結ばれたこと

についてお尋ねします。 

 この新聞を見た──見出しを見た途端、えっ、免許証を返した後どうするの。高
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齢者の足はどうやって動くのと心配になりました。 

 記事の内容は、高齢者が運転免許証を返納したら秋芳洞、大正洞、景清洞の入洞

料の割り引きをして、歴史民俗館、化石館の観覧料が無料で住民基本台帳の交付手

数料が無料、市民大学の講座が無料、市民総社会参加活動の花の苗が優先配付と特

典が多く設けられています。本当によいことだと思います。県内初の画期的なこと

で美祢市のＰＲもできたと思います。 

 しかし、高齢者が免許証を返納した後の足の確保はどうなるのでしょうか。返納

したら自家用車に変わるアフターフォローはどうなっているのでしょうか。高齢者

の運転が危険だということは重々わかっています。「大田まではよう行かんが綾木

の農協までは何とかそろそろ行ける。」と日常の生活の買い物、食料の買い出しな

どに来ておられた高齢の方がありました。高齢者の方は車に乗りたくて運転してお

られるわけではありません。交通機関がなく必要に迫られ仕方なく危険を承知で気

をつけながら乗っておられるのだと思います。乗らなくて済めば乗らないのです。

高齢者世帯の足の確保は乗り合いタクシー、デマンドタクシーの活用が高齢者の足

の確保に最も適切ではないかとこの記事を見ながら思いました。運転免許証の返納

者への支援事業協定が発足したのですから、高齢者の足の確保の問題は急がないと

いけないと思います。高齢者の交通手段について６月議会で市長さんから、高齢者

や障害をお持ちの方などいわゆる交通弱者にとって、生活に密着いたしました交通

機関の存在は必須のものがあるというふうに思っております。」と御答弁をいただ

いておりますが、進行状況はどこまで進んでいるのかをお尋ねいたします。 

 それと、後期高齢者のことについてお話をしたいと思います。わかりやすいよう

に紙芝居をつくってきましたので見てください。 

 とことんわかる後期高齢者医療制度を簡単に御説明いたします。 

 時はことし４月です。トモさんは──女の方ですね。おばあちゃん。──トモさ

んは年金が振り込まれる日を待ちかねて農協か銀行に──多分農協と思いますが行

かれました。「ああ、年金はふえたのに介護保険は天引きにされるか。憂うつだな

あ。」ピ・ポ・パ。通帳を見た途端「げっ、うそお。介護保険のほかに３万４，

０００引かれとる。どうしたことじゃろうかあ。」トモさんは市役所に電話をしま

した。「もしもし。市役所。なんかの間違いじゃない。年金から３万４，０００円

も引かれちょるんじゃけど。」「はい。市役所です。おばあさん、７５歳になって
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いますね。７５歳以上の人を後期高齢者と言います。今月から後期高齢者医療制度

が始まりました。今まで入っていた国保や健康保険から抜けて、この後期高齢医療

者制度に入ってもらいます。後期高齢者医療制度保険料、言うたらお年寄り専用の

国保のようなものです。介護保険と一緒に年金から引くことになったのですよ。」

「もしもし。でも私は子供の扶養になって家族の扶養に入ってるんで、今まで国保

料は払うちょらんのじゃけど。」市役所の方は、「今度できたこの制度では、今ま

で息子さんなど扶養家族に入っていた人も保険料を払ってもらうことになったので

す。年金が月１万５，０００円以上ある方はすべて年金から差し引きます。」「で

は、年金が足らん人はどうするんですか。」「月１万５，０００円以下の方は役場

に直接払いに行かなければなりません。お年寄りの約２割の人が窓口で払うことに

なるでしょう。この人たちが保険税を滞納したら保険証は渡しません。短期保険証

や資格証明書になるのですよ。これまで７５歳以上のお年寄りや被爆者、障害者か

ら保険証の取り上げはしてはならんと法律で決められていたけど、今度はその条文

を削りました。資格証明書は病院で全額払わんといけんので医者にかかるのも大変

になるでしょう。」 

 トモさんの弟６６歳です。まだ後期高齢者ではないのですが、やはり年金から引

かれていました。後期高齢者医療制度が始まる前に併せて６５歳７４歳までの人を

前期高齢者と言って同じように年金から差し引くというのです。各地で余りにも高

い保険税を払えない。少し待ってください。分けて払わせてください、など相談が

市役所などへ出ていますが、これから一網打尽、問答無用の天引きですから、残っ

た年金でどうして生きていけるのか、まさに生存権を脅かされます。病院に行けず

に重症になったり死亡したりということは今までもありましたが、もっともっとひ

どくなるでしょう。 

 「やれやれ、年金は引いてあったけど、とりあえず後期高齢者医療保険はもらっ

たよ。まあ一安心さ。さて、出たついでに病院へ行ってこようっと。」トモさんは

病院に行きました。「先生、こんにちは。」「トモさん。この後期高齢者医療制度

では保険の効く医療が制限されるので幾つもの科には通えなくなってしまってるの

ですよ。後期高齢者医療制度になると、保険の効く医療は包括制、定額制といって、

１月当たりあなたが使える医療費はここまでですよっと決められているのです。今

までは必要な医療はすべて保険で見ていましたができなくなりました。この制度で
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はまともに治療も受けることができなくなるでしょう。」「ええ、そ、そんな

あ。」「そのためにこんなことが起こっているのです。まず、リウマチで毎週きて

いるけど月１回に制限され、薬も今までより減りますよ。湿布も月に１袋だけにな

るでしょう。今までのように眼科や内科、整形と一遍にかかれんようになりますよ。

入院や手術も薬の使い方を制限したり、長く入院できなくなってきます。御存じで

すか。アメリカでは民間の医療保険しかないので保険から支払われる額が決まって

いるので、手術後、麻酔が覚めないうちに自宅に帰らされることも当たり前だそう

ですが、日本でもこんなことが起こるかもしれませんね。もちろん治らんとわかっ

たら病院から出ていってもらうことになります。そんな状態の人にお金をかけても

むだという国の考え方からですからねえ。」と先生が言われました。 

 「た、大変だよう。３丁目のハナさん、病院を追い出されたらしいよ。入院して

いたけど病院を追い出されたらしいよ。」「ええ、そんな。一体だれがこんな制度

をつくったんだ。」「困ったわどうしたらいいのかしら。」 

 「あのさあ、あのさあ、この医療制度って事業主の保険料と国費が財源の一部じ

ゃない。」「は、はい。そうですね、そのとおりです。」「せっかく低く抑えてい

る大企業の税金や保険料の負担もこのままではふえてくるんだよね。以前から言っ

てるんだけど、大企業の負担を減らしていくか医療を切り捨てをしっかり進めてよ

と要求していただろう。」「高齢者の医療費はもっと高齢者に払わせろよ。」「は

い。年金天引きですべての高齢者から保険料を取ります。自動的に値上げもしてい

きます。」「それにさあ、医療費は全部保険で見る必要ないでしょう。」「はい。

高齢者の保険医療は制限をしていきます。高齢者の病院追い出しを強めていきます。

ベッドを減らしましたがもっと減らしていきます。」 

 「こんにちは。私も法案に反対しましたが、保険料を制限したり病院のベッドを

減らしたりするのは私も賛成ですが……。」 

 「さあ、団塊の世代が７０歳になる前にしっかり医療費切り捨ての仕組みをつく

っておくのだあ。」 

 「まだまだこの制度の問題はあります。後期高齢者医療制度はお金だけでは運営

できません。現役で働いている人が払う保険料の中にその人たちが使う医療保険料

と高齢者医療の支援にかかわる特定保険料と分けて保険料明細に書き込み、目に見

えるようにしていきます。同じように、国保の人たちにも後期高齢者支援金の金額
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が国保税の上乗せになりますから今よりも国保が高くなりますよ。」「そんなこと、

なぜそんなことするんだろうね。」「そりゃあ年寄りの医療費がこれだけ自分たち

の負担になっていると明らかにさせられたら、それほど年寄りの医療費にお金がか

ける必要があるのかという声も出てくるでしょう。経費負担している人からの声は

医療内容を悪くするのに役立ちますからねえ。お年寄りや親を大切にしましょう、

と言いながら、国はお年寄りや必死で働いている若者をいじめているのではないで

すか。」「ひどいですね。国民の命と健康に対する責任を投げ捨て、公的医療で命

を守ることを投げ捨てることは怒りましょうよ。そしてみんなで一緒に。」──後

期高齢はこのような内容になっております。 

 そして、そこで市長さんにお尋ねします。収入もない保険料を払わなくてはいけ

ない。受ける医療は制限をされる。いずれ死ぬんだから医療費はかけなくてもよい。

そういった高齢者いじめのこの制度は高齢者の虐待に等しいものです。この現実を

どうお考えでしょうか。 

 次に、教育問題。障害のある児童・生徒の問題について教育長さんにお尋ねをい

たします。 

 ６月の県議会で我が党の日本共産党の久米慶典議員が美祢地域での障害児学級の

新設について質問しています。美祢地域に総合支援学校がないために美祢地域の方

は宇部の養護学校に行っておられます。秋芳の方は山口の方に行っておられる方も

あります。送迎バスは７時半に来ます。冬は大変だろうと思います。宇部の養護学

校には往復約２時間がかかりますが、自宅から送迎バスの待ち合わせの場所、エポ

ックの駐車場に朝と夕方、お子さんを送迎されておられます。送迎に要する時間は

１日に、エポックの駐車場まで来る時間も入れれば１日に４時間を費やす家庭もあ

るということです。こうなるとほかの子供さんの面倒がおろそかになったり家事も

思うようにできません。放課後のクラブ活動や地域の行事にもなかなか参加ができ

ないということです。また、送迎のバスに乗るときは体の不自由なお子さんは抱っ

こして座席まで連れて乗せられていました。重度の障害児童を持たれる保護者の方

は自分で──障害のひどい方は自分で宇部まで送迎した方がいいと、自分で車を使

って送っておられる方もあると聞きました。宇部までの時間は本当に遠くて大

変──距離は本当に遠くて大変です。ガソリン代の高騰による家計への影響、交通

量の多い時間帯の運転は神経を使います。また、保護者の体調、天候、家庭の都合
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等で遠距離の通学は大きな負担がかかってきます。こうした理由で美祢地域に障害

児学校の新設をしてほしいという願いは本当に切実です。そして、総合支援学校が

できることは地域の障害児教育の中核を担い、地域の障害児のノーマライゼーショ

ンを促進する役割を持つものと思います。 

 教育長さん、障害を持ったお子さんの親の気持ちを御理解いただいて、ぜひとも

この美祢地域に、美祢市に総合支援学校の設立に御尽力をいただきますようお願い

して教育長さんのお考えをお尋ねいたします。 

 それと、２といたしまして、現在美祢市内に小学校、中学校と併せて、市内の特

殊学校に通学しています児童・生徒の学校生活の介助支援についてお尋ねをいたし

ます。 

 あるクラスの児童は、昨年までは授業がある日全部介助支援さんがついておられ

ました。ことしになってその介助支援に使われる日数が減らされたということです。

介助支援のない日は不安で子供さんを学校に登校させることができなくて学校を休

ませたこともあると聞きました。子供さんを学校に行かせたいという親の気持ち、

学校としても、親の気持ちを学校としてもくみ上げられ、学校現場では教職員さん

が全校体制で応援に入られるなど対応されていました。学校現場は少なくなった予

算の中で、昨年と同じように介助支援をしながら勉強をさせたいと本当に苦心をし

ておられます。２０年度の予算は７時間で１５０日という１，０５０時間になって

います。授業日数は２学期は７５日、３学期は４８日です。これでは１年間の授業

日数には足りません。１，０５０時間では足りません。このことは少なからずほか

の児童や教職員への影響も考えられます。障害のある児童・生徒さんも健常者と同

じように安心して事故のない楽しい学校生活を送って勉強をしていただきたいので

す。もう２学期が始まっています。教育長さん、障害を持ったお子さんや保護者の

方、教育現場の先生、職員さんの御苦労も考慮され温かい御答弁をお願いいたしま

して、壇上での質問を終わります。 

   〔三好睦子君 発言席に着く〕 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  三好議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の国民健康保険についてであります。資格証明書、短期証は発行し
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ないこと、についてであります。 

 資格証明書及び短期被保険者証は、ともに国民健康保険税の滞納者に対しまして

納付の促進を図るために創設された制度でございます。そのうち短期被保険者証に

つきましては、国民健康保険法施行規則第７条の２に基づきまして、美祢市国民健

康保険短期被保険者証交付要綱を制定をいたし、被保険者証交付において、前年度

保険税額の２分の１以上が滞納となっている人に対しまして、先ほど三好議員質問

のときおっしゃいましたけど、期間がちょっと違います。更新期日を原則３カ月、

状況に応じて６カ月を限度とし交付するものであり、資格証明書については国民健

康保険法第９条に基づきまして、美祢市国民健康保険資格証明書交付要綱を制定を

いたし、納税相談に全く応じず誠意がない方に対しまして国民健康保険の対象者で

あるということだけを証明するものとして交付するものであります。 

 本市の国民健康保険税の滞納状況は８月１５日現在、約１億８，０００万円──

先ほどこれは言われましたけれども、滞納者は６６４人でありますが、このうち被

保険者の滞納者３４７人を基準に照らし、資格証明書を１８人に、短期被保険者証

を１４４人に交付をしているとこでございます。多くの国保の納税者が納期限内に

納付をされている状況の中で、資格証明書、短期証は発行しないことということは、

多くの納税者との公平性の観点からは困難であるということですね。この国保税を

もって国保のお医者さんにかかれた給付が行われておりますので困難であるという

こと、また、これらを発行することは滞納しておられる方に対しまして納付の促進

を図る、法で認められました改善の手法であるというふうに考えますので、現要綱

基準に従いまして、納付の促進に努めたいというふうに考えております。そういう

のが短期証、３カ月と６カ月と申しましたけれども、期限を定めておりますとその

都度証の更新に来られます。そのときに納付のいろいろ御相談をさせていただくと

いう機会にもなりますので、そういうふうなことになっておるということで、これ

は国の指導によることです。 

 それから、国民健康保険税の納付の相談につきましては、窓口等において常時実

施しております。納期限内に納付が困難な方については分納を認めまして、いろい

ろな御事情がある方もいらっしゃいます。先ほどおっしゃいましたようにですね。

いろいろ相談に応じて対応をしておるということで、血も涙もないということはし

ておりません。 
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 また、災害等の特別な事情により保険税の納付が困難な方につきましては、美祢

市税減免基準に関する規則というのがあるんですが、これに基づきまして対応して

おりますが、その適用につきましては資産、それから生活状況等の実態調査を行う

ことになっております。負担能力ですね、税の負担能力を考慮して決定をするとい

うことにされておりますので、実際に適応したケースはほとんどないという状況で

ございます。 

 また、本年４月より一定の基準に該当する方については、国民健康保険税が年金

から特別徴収されることになります。これは制度としてですね。これについては普

通徴収、ですから毎月払っておられたですね。普通徴収の納期が７月から２月まで

の８期でありますけれども、特別徴収の方については年間を通じて年６回の年金か

らの天引きとされることになりました。特別徴収についてはいろいろと先ほどおっ

しゃいましたように批判もあるところですが、一方では保険税を年間を通じて納め

ることとなりまして、より払いやすいという制度ではないかという側面も持ってお

ると思います。 

 次に、国保税が高過ぎるのではないかと、ということについてでございますね。 

 平成２０年度の国保税につきましては、御承知のとおり一市二町の合併に伴いま

して、この合併協議により税率を決定をした経緯がございます。合併協議におきま

して、平成２０年度は後期高齢者医療制度の創設及び退職者医療制度の改正等大き

な医療制度改革があることを考慮いたしまして、国保税額を決定する必要があった

ということでございます。 

 平成１９年度の旧美祢市の税率を平準化したもので試算をすると約９，０００万

円の赤字が生じましたけれども、赤字分については国民健康保険基金──先ほどお

っしゃいました基金ですね。──取り崩して対応するものとし、税率を決定をした

ものでございます。 

 国保税が高いのではとの御指摘でございますけれども、県下１３市の一般被保険

者１人当たりですね。国保に入っておられる一般被保険者の１人当たりの年間保険

料と比較をいたしますと医療分では安い方から２番目となっております。これに対

しまして１人当たりの医療費は高い方から２番目ということを考えましたら、決し

てこの美祢市の国保税は高いものではないというふうに考えております。 

 それから、２点目の子育て支援についであります。 
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 まず、保育園児の受け入れ体制年齢を下げるべきではないかについてでございま

す。 

 現在、市内保育園の受け入れ体制年齢は、僻地保育園を除く認可保育園において、

美祢地区が全保育園で、また秋芳地区が秋吉保育園において０歳児からとなってお

りますけれども、美東地区は大田保育園の１歳児からとなっておるとこでございま

す。このことにつきましてはさきの合併協議におきまして、合併後速やかに調整す

るとの調整方針になっております。それで、すべての認可保育園において受け入れ

体制を均一化し、必要な保育士、それから設備等が確保でき次第、すべての保育園

において、先ほど三好議員がおっしゃいましたように、同一の保育を実施してまい

りたいというふうに考えております。 

 それから、次にチャイルドシート購入の際に助成すべきではないかということに

ついてでございます。 

 幼児の安全性の確保を図るため道路交通法の改正が行われまして、平成１２年

４月１日からチャイルドシートの着用が義務づけられてます。これはもう御承知の

とおりです。 

 本市の対応といたしましては、道路交通法改正に伴いましてチャイルドシート貸

付事業実施要綱を制定をいたし、美祢市社会福祉協議会を委託先としております。

美祢市から美祢市社会福祉協議会に委託をしてます。無償貸付事業を実施しておる

とこでございます。 

 先ほど借りるよりも買った方がいいというふうにおっしゃいましたけども、でき

る限りのことをしておるということですね。 

 今後におきましても、チャイルドシートにつきましては無償貸付をすることで利

用者の要望、お若い方──先ほどおっしゃいましたね、親御さんの話をされました

けども、こういうふうな要望にこたえてまいりたいというふうに考えています。 

 ３点目のデマンドタクシーの活用についであります。 

 昨今の自家用乗用車の普及等によりまして、日常生活における自家用乗用車への

依存度はとても高まっています。また、長期的に公共交通の利用者は逆に減少傾向

にあります。 

 さらに、今後は少子高齢化、それから人口減による利用者の減少等により費用の

負担が増大をしますバス路線の維持を含めまして、手をこまねいていては高齢者や
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それから通学者などの交通弱者の移動手段の確保がますます困難になる恐れがあり

ます。これは我々新生美祢においては御高齢の方が多いですから、非常にその面は

つよいと思います。 

 このような状況を踏まえまして、私の公約の一つとして、新市基本計画の都市基

盤が充実した自然と共生したまちづくりに掲げました公共交通の充実を図るために、

早急に地域公共交通総合連携計画を策定をし、新市における公共交通サービスを再

編するということにしております。 

 これは先ほど三好議員おっしゃいましたが６月議会でもお答えをしたことと思い

ます。 

 これによりまして、先般この計画を策定をするために市長──ですから私ですね。

それと交通事業者──バス会社とかタクシー会社のことですね。それから道路管理

者──県ですね。それから市議会議員、それから公募して応募していただいた委員

の方で組織いたします。美祢市地域公共交通総合協議会を設置をいたしまして１回

目の会議を開催をいたしました。従いまして、今三好議員が御指摘のデマンドタク

シーの活用もこの計画策定において検証をするということになります。ですから、

総合的なことでやるということですね。 

 このデマンド方式によります公共交通機関の運行は、過疎地を抱えます地方自治

体などで先ほどおっしゃったように大変注目をされております。デマンド型乗り合

いタクシーなどとして導入をされることが多いということで、これを導入しました

先進地ですね──この辺も調べてみましたけれども──事例では事前の予約が必要

であるために、急を要する場合の利用はできない等の課題も多いということも聞い

ております。この計画には高齢者などの交通弱者にも十分に配慮いたしまして、き

め細やかな市民の御意見、それから御要望もお伺いをいたし、計画に盛り込んでい

くということにいたしておりますけれども、本当に市民の方にとりまして有意義な

ものにするためには調査のための十分な時間も必要になろうかというふうに思って

ます。つきましては、早急に計画策定に着手する所存でございますので、この計画

への御理解と御支援をお願いするものであります。 

 それから、４点目。先ほど紙芝居で御説明になりました後期高齢者医療制度の廃

止を国に要望すべきではないかということについてであります。 

 後期高齢者医療制度につきましては、日本社会の急速な少子高齢化に伴います高
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齢者の医療費増大を踏まえまして、今後も国民皆保険──世界に誇ります国民皆保

険ですね。──を堅持し、持続可能な医療保険制度を構築するとともに、高齢者の

心身の測定等に応じた適切な医療を行うために、また高齢者世代と現役世代との負

担の明確化、それから公平な保険料負担の確保のために国において本年４月から導

入された制度でございます。 

 しかしながら、制度当時からマスコミ等におきまして大きく取り上げられまして、

さまざまな批判が現在も続いておるという状況。これはもう皆様御承知のとおりだ

と思います。議員もそのことで御質問されたんだろうと思います。 

 このため政府与党におきましては６月１２日に見直し方針がまとめられまして、

平成２０年度においては７割軽減世帯ですね、７割軽減をする世帯の軽減割合を８．

５割軽減とすること。ですから軽減割合をふやしたということですね。それから、

保険料算定に用います基礎控除後の総所得金額が５８万円以下の方につきましては、

所得割を５割軽減するということ。それから、年金から保険料を特別徴収されてい

る方で、これまでの国民健康保険税に滞納のない方等が口座振替による納付を行う

場合普通徴収に変更できるということになったところでございます。 

 制度の廃止を国に要望すべきではないか、制度を廃止すべきではないかとの御質

問ございますけれども、この制度は高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまし

て、都道府県ごとに設立をいたしました後期高齢者医療広域連合が保険者でござい

ます。ですから、これは単独で美祢市がやっておるものじゃあございません。県単

位で各市・町が参加をしてつくっておる、広域連合によって組織されたものです。 

 ですから、市といたしましては、保険料の徴収及び窓口事務等行っているもので、

今後も法に従いまして粛々と事務を行っていく立場ということでございますので、

どうか御理解を賜りますようお願いを申し上げたいと思います。 

 なお、質問の５点目につきましては教育長より答弁をいたさせます。 

○副議長（河村 淳君）  福田教育長。 

   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  三好議員の総合支援学校の新設と学校内での障害児童・生

徒の支援体制の充実についての御質問にお答えいたします。 

 山口県では山口県特別支援教育ビジョン実行計画に基づき、障害のある幼児・児

童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導と必要な支援を通して、生
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きる力を高め、地域における医療、福祉、労働等の関係機関との連携の中で、自

立・社会参加を支える心触れ合う特別支援教育を推進しております。 

 また、本年４月からこのビジョン実行計画に基づき、盲・ろう・養護学校から総

合支援学校への移行や、地域の中核となる総合支援学校７校に特別支援教育セン

ターの設置、地域の核となる小・中学校の通級指導教室にハブセンターの設置、下

関南・山口南総合支援学校に視覚・聴覚障害教育センターの設置等々本格的な実施

がなされたところであります。美祢市教育委員会といたしましても、山口県特別支

援教育ビジョン実行計画に基づき障害のある児童・生徒が自立・社会参加できるよ

う、県教育委員会と一体となって学校、家庭、地域等が連携した取り組みを積極的

に推進しなければならないと考えているところであります。 

 まず、障害児童・生徒のための総合支援学校の新設を県に要望するべきだについ

てであります。 

 現在、県内の特別支援学校へ通学しております児童・生徒数は、宇部総合支援学

校──これは以前の宇部養護学校でございますが──の小学部に４名、中学部は

０でございます。で、高等部に７名、その他の総合支援学校等の小学部に６名、中

学部に５名、高等部に５名であり、合計２７名の在籍となっております。市内に県

立の特別支援学校を設置することは専門性や質の高い教育を児童・生徒に実現でき

ること、また、地理的にも県北西部に特別支援学校が存在しないことから、美祢市

及び近隣の市からのニーズもあると思われ大変有意義なことであると考えておりま

す。 

 次に、障害児童・生徒の介助支援についてであります。 

 学校教育法の改正により、平成１９年４月から小中学校に在籍する教育上特別の

支援を必要とする障害のある児童・生徒に対して、障害による困難を克服するため

の教育を行うことが明確に位置づけられました。これによりまして、小中学校にお

いて発達障害を含むさまざまな障害のある児童・生徒に対する学校生活上の介助や

学習活動上の支援などを行う特別支援教育支援員の計画的配置が可能となり、平成

１９年度から地方財政措置がされております。 

 旧美祢市におきましては、特別支援教育支援員──介助員でございますが、これ

を１日７時間、年１５０日間を基本として配置してまいりました。旧美東町では

１日６時間３０分、年１７５日間の配置となっておりました。４月当初、学校と教
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育委員会との協議によりまして、１学期間は旧美祢市の配置時間数で実施し、実態

を把握した上で検討をすることとしておりました。その後１学期が終了し、児童の

授業状況や介助員の活動状況等を検討した結果、何らかの支援の必要性を感じてお

るところでございます。今後は校長及び保護者の要望をよくお聞きいたしまして検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  三好議員さん、ちょっとお話ししておきますが、市会議員

の申し合わせ──市議会の申し合わせ事項で一般質問、回答含めておおむね、答弁

も含めておおむね１時間とするというのがありますので、１時間で切るわけにはい

かんでしょうけれど、そうなるとこの次の質問ぐらいでこらえていただきたい。お

願いします。 

○６番（三好睦子君）  はい。 

○副議長（河村 淳君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  先ほどの国保税の納税の促進のために滞納は仕方がないと言

われましたが、これは納税促進の方法には別にあると思いますし、子供たちから保

険証を取り上げるっていうことは、本当に子育て支援に反するものであるし、憲

法──滞納を理由に差別するっていうことは憲法１４条の法の下の平等に違反する

ものです。必要な医療を安心して受け続けることができなければならないという療

養権を侵害するものです。そして、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとい

う憲法２５条に違反するものです。こういう点もよく考慮していただいて、せめて

子供のいらっしゃる世帯には国保証はきちんと交付をしていただきたいと思って質

問をこれで終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（河村 淳君）  質問ですか、意見ですか。 

○６番（三好睦子君）  あっ、質問です。（笑声）憲法、この。 

○副議長（河村 淳君）  はい。はい。 

○６番（三好睦子君）  １４条と２５条を守っていただきたいと、よろしくお願いい

たします。 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  三好議員の優しいお心はよくわかりました。（笑声）憲法に

定められた基本的人権──生存権、私もよくわかっております。また、我々のこの
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地域にとっては宝物というべきお子さんのこともよくわかっております。で、なお

かつその国保そのものは根幹から崩壊させるようなことをすると、国保に入ってお

られる方に非常に迷惑かけるということも一方ではあるわけです。 

 ですから、そういう面を勘案をいたしまして、今三好議員がおっしゃったことも

勘案をして、血の通った国保行政をさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○副議長（河村 淳君）  はい。どうもありがとうございました。 

○６番（三好睦子君）  まだまだ意見がありますが、時間が来ましたのでこれで終わ

ります。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（河村 淳君）  この際、暫時、３時４５分まで休憩をいたします。 

   午後３時２７分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後３時４５分再開 

○副議長（河村 淳君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。有道典広議員。 

   〔有道典広君 登壇〕 

○３番（有道典広君）  純政会の有道です。一般質問順序表に従い、本日の最後の質

問となりますがよろしくお願い申し上げます。 

 まず第１番目として、障害者への助成とそれに関する公共施設の利用についてで

ございます。この質問については、先ほど三好議員や萬代議員ともダブるとこがあ

りますので短めに申し上げたいと思います。 

 先ほど障害者もしくは障害児との方が市外の施設に直接通学する、もしくは通所

するかという条件の中で、市内の指定箇所に集合して指定のスクールバスによる通

学をされていると聞いております。 

 通常、市内の一般の生徒及び児童に関しましては、学校への通学には通学費の助

成等があると聞いております。加えて高齢者には、一部ですがボランティア活動に

よる通院などの援助が行われております。 

 しかしながら、障害者を抱える家庭の多くは、通学・通所に関しては家族の大き

な努力と労力を持って行っているのが現状でございます。障害者を持つ家族や本人
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の肉体的な負担と精神的な負担を考えれば頭の下がる思いでございます。 

 このような現状を踏まえて、美祢市の障害者の通学あるいは通所に関しての現状

と補助、あるいは助成のような制度があるのかどうかを教えていただきたいと思い

ます。 

 さらに、市外施設に通所あるいは通学される市民が何名おられるのかは先ほど三

好議員の回答の中でありましたので、削除して援助の制度を教えていただきたいと

思います。 

 二つ目に、障害者が利用する授産施設の利用等の負担についてでございますが、

この質問をする前に、先日の新聞による記事の中に大変いいことが載っておりまし

た。その一部を紹介させていただきます。若い授産施設事業者の言葉ですが、「施

設の利用料が少し上がりましたが、私どもは障害者の皆さんに働くことの喜びを与

えるため、賃金を最低賃金以上支払うことを目標に各種の請負作業を探しておりま

す。だから施設の利用料の負担を当然のこととして受けとめております。」と書い

てありました。 

 障害者の自立支援施設等の運営状況と障害者の授産施設の利用料の負担等の程度

がどうなっているのか、加えて各授産施設での作業内容及び賃金形態等の現状と市

としての自立支援に対する指導はどのように行われているのか伺いたいと思います。 

 三つ目に、障害者用トイレ等の設置についてでございますが、市内各所に多くの

公共施設がありますが、設置の等の現状はどうなっているか、また障害者が利用し

たいがトイレ等の設置がなされていないため利用できないとの声があります。特に、

温水プールや各所の浴場施設については、リハビリや健康維持のために、高齢者も

含めてこれを利用したいとの多くの要望を聞いております。一般の人が利用したい

施設は障害者にとっても利用したい施設であるのは間違いありません。早急に進め

ていただきたいと思います。市におかれましては、財政難の折非常に厳しいものが

ございますが、今回の質問により一朝一夕に解決できるとは思っておりませんが、

市の現状に対する認識がどこまでなされておられるか説明をいただきたく思います。

とともに、今後の対策としていくばくかの御検討をお願いするものでございます。

よろしくお願いします。 

 続きまして、第２番目の質問として、市立保育園の民間委託及び幼稚園との合併

問題と私立の園児減少による経営難についての質問をさせていただきます。 
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 あらかじめお断り申し上げますが、市立と私立が同音なので「私立」を「民間」

と読みかえて質問させていただきます。 

 さて、先だって豊田前地区におかれましては、民間の紫光児童遊園を廃止して、

市立豊田前保育所に統合し、さらに、豊田前保育所は指定管理者制度による民間幼

稚園と市立保育園の合併をし、さらに指定管理者を導入してその運営を民間委託し

ております。この取り組みにより、現在施設の機能が十分に生かされた運営が行わ

れておると聞いております。 

 ところで、私は市の経費の負担の観点からも非常によい企画ではないかと感じて

おる次第でございます。美祢市においては園児がごく少数となり、豊田前地区と同

様な状況にある地区も考えられますことから、市立の保育園や民間保育園・幼稚園

を含め、再編、統合及び民間委託を早急に進めるべきではと考えています。 

 しかしながら、むやみやたらと再編、統合の推進を申し上げているわけではござ

いません。逆に新設が必要と思われることもあるかもしれません。地域の事情を十

分に検討することが必要と考えております。 

 そこで、市は、市立保育園の再編、統合及び民間委託についてどのように取り組

まれるお考えなのかお尋ねしたいと思います。 

 また、少子高齢化の波をもろに受けている現状では、美祢市におきましては、若

者定住のためにも幼児保育、子育て支援は最重要政策の一つではなかろうかと思わ

れます。その柱となります保育園、幼稚園におきましては、特に広大な行政区域と

なった今、各地域の通園距離やその他の特性を考慮し、維持していくのも大事なこ

とではなかろうかと思います。 

 しかし、民間の幼稚園及び保育園におきましては、園児の減少による経営上の問

題から運営に支障を来しているのが実情でございます。市内の於福地区には唯一の

幼稚園が休園され、保育園もない状態です。こうした厳しい状況にあって、この対

策として、現在市では民間の幼稚園及び保育園に対して助成措置を講じておられま

すが、これも年々削減されているのが実態ではないでしょうか。他の市では第２子

からの保育料の無料化を行い、保護者の負担軽減策が若者の定住を促進する施策と

して評価されているところでございます。そのためにも市内の民間幼稚園及び保育

園に対する助成措置の維持、充実と通園第２子からの保育料の無料化の導入を検討

していただき、美祢市の幼児教育や子育て支援の将来の見通しと今後の対策をお聞
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かせ願いたいと思います。 

 次に、３番目の児童通学路の安全立ち寄り所の設置についてであります。 

 一般通告書において立ち寄り所と書いておりましたが駆け込み所が本当の呼称だ

と言われましたので以後「駆け込み所」とさせていただきます。 

 現在、美祢市においては、児童の通学路には多くの「こども１１０番」の旗が見

受けられます。児童を守り育てていこうとしているこの活動には、各地域の学校関

係者と保護者や一部の市民の協力によって行われており、非常に効果を上げている

のではないかと思われます。 

 今回の質問においては、この活動をさらに盛り上げることを目的として意見及び

お願いを申し上げる次第です。 

 現在、１１０番の旗が立ってありますが、緊急時駆け込んでも不在の家もあると

思います。そのようなことを防ぐためにもできるだけ多くの協力をお願いされてい

ると思います。しかしながら、現状でもそのような駆け込み所がたくさんあるよう

には見えません。 

 さらにつけ加えますが、旗だけでは子供にわかりにくいのではないかと思います。

学校での指導も十分に行われていると思いますが、テレビ等で見かけましたが、他

の自治体では各駆け込み所に子供にも親しめるわかりやすい大きな案内板やシール

等を提供し非常な効果を上げ、子供にも喜ばれているそうです。しかも沿線住民へ

の犯罪の抑制にも一役買っているとのことです。その例が美祢市でもうまく運用で

きるかどうかわかりませんが、ぜひとも検討していただくように要望しますのでよ

ろしくお願いします。 

 次に、第４番目の市立小学校や市立施設の合併についてでございます。 

 そのうちの市立小学校についてですが、現在、美祢市においては２２の小学校が

あります。そのうちの１０校が生徒数３０人未満の学校です。その中でさらに

１０人未満の学校が２校あります。私は、小規模学校には小規模のよさがあり、大

規模学校には大規模なりのよさがあると思っております。小規模小学校から中学校

に進級された児童の一部にさまざまな問題が生じている現状を耳にし、本日ここに

質問しようと思いましたが、先ほど萬代議員による質問が一部重複しますので、そ

のときの市の回答に対して少し質問したいと思います。 

 先ほど、年間幾度かの学校間の交流、その他を通じて問題を図ろうとしていると
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のことでございましたが、やはり短期的もしくは一過性の授業では無理ではないか

と思います。学校等の統合を通じて多くの児童と運動や遊びを通じて団体生活に対

応する知恵がまた力がついてくるのではないでしょうか。統合においては地域性や

通学距離等のさまざまな問題が浮かび上がってきますが、過去に市内の伊佐町にお

いては堀越、上野及び河原小学校と旧伊佐小学校を統合し、今の伊佐小学校が誕生

した例もあります。通学距離等の問題に関しましても、堀越地区から現在の伊佐小

学校までは相当の距離があります。そういった地域性にも関しましても多少の不便

さはあると思いますが、特別な問題もなく学校運営がなされていると思います。統

合により児童に関する問題がすべて解消されるとは思いませんが検討されてはいか

がでしょうか。 

 二つ目に、公共施設の合併については、給食センターの統合と秋吉台科学博物館

と化石館及び民俗歴史資料館についてお尋ねします。 

 まず、市内の学校給食センターが数多くありますが、これを集約し効果的な運営

を図ってはいかがでしょうか。県内においても、人口１０万人以上の市でさえ１カ

所しか設置してないところがございます。緊縮財政の中、これだけの数の給食セン

ターが必要なのか疑問とするところでございます。現在の設置状況と将来計画等が

あれば聞かせていただきたいと思います。 

 もう一つは、秋吉台科学博物館と化石館及び民俗歴史資料館についての問題であ

ります。 

 世界的にも有数な貴重な資料を保有しているこれらの各施設が有効に利用されて

いるのかどうか少々疑問があります。単純に合併統合がいいのかわかりませんが、

現状では一部の施設の駐車場不足や展示品の分散等を考えますと、利用者でなくと

も不便なものがあります。各施設が保有している資料等をうまく生かして利用する

ことは美祢市の将来を考えますと魅力ある観光資源として、また学術施設としての

大きな財産になるのではないかと思います。そして、日本全国から多くの人々が見

学したいと思うような施設に再編されてはいかがでしょうか。市のお考えをお尋ね

します。 

 さて、最後の質問となりますが、廃止となる大嶺高校の施設及び跡地の利用につ

いて質問さしていただきます。 

 山口県立大嶺高校は旧美祢市において初めての高校として、昭和２７年３月
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３１日に設立され、来年の３月３１日に５７年の歴史を閉じることとなっておりま

す。その間約６，８００名の卒業生を生み、美祢市のみならず各地での活躍を聞き

ますとその教育効果は多大なものであったのではないかと思います。 

 しかしながら、生徒の減少や山口県等の諸般の事情により、仕方がないとはいえ

廃止されることになりましたのはまことに残念です。 

 しかしながら、残された施設及び跡地においては有効な利用方法があるのではと

考えます。あくまで山口県の所有なので美祢市としては要望等の対応しかできない

こととは思いますが、個人的な考えではございますが、でき得るならば県の施設と

して特別支援学校や乳幼児を対象とした療育施設などを誘致してはどうかと考えて

おります。市にもさまざまな事情があると思いますが、現在の状況説明と今後に残

されている課題及び企画または計画等がございましたら御報告していただくように

お願いしまして、壇上にての質問を終わらせていただきます。答弁のほどをよろし

くお願いします。 

   〔有道典広君 発言席に着く〕 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  有道議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに、障害者の助成と公共施設の利用についてでございます。 

 １点目の市外の施設への通学や通所に対する企業の援助でありますけれども、御

承知のとおり、市内の小中学校に通学をする場合、美祢市立小中学校児童・生徒に

対する通学費補助支給条例に基づきまして、通学困難児、遠距離通学及び教育委員

会が定めた区域において、保護者負担の軽減を図ることを目的として通学費を補助

しておるとこでございます。 

 しかしながら、障害等により市内の小中学校に通学が困難なため、市外の特別支

援教育学校や施設へ通学、通所をされておられる場合、スクールバスで送迎を行っ

ている宇部総合支援学校や通所施設等で送迎を実施している一部の施設を除きまし

て、保護者が自家用車等で送迎を行われているのが現状でございまして、特別支援

教育学校では通学をされている２６人中１６人が施設へ通所されている。５２人中

９人が保護者の送迎がなければ通学等が困難な状況にあるということでございます。 

 現在のところ市外の総合支援学校等への通学及び通所にかかわります保護者への
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補助はありませんけれども、送迎に係る利用者負担の軽減を図ることを目的といた

しまして、通所施設等が実施する送迎サービスに対し、通所施設等に助成する美祢

市通所サービス利用促進事業を実施しておるとこでございます。これは各施設、事

業所の行います送迎サービス利用者をもとに、各関係市町で補助金額を按分する方

法で実施をすることとなっておりまして、制度の活用について事業所等へのさらな

る周知が必要であるというふうに考えておるとこでございます。 

 また、障害者自立支援法に基づきます美祢市児童支援事業として、重度の視覚障

害者、それから全身性障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者が通学する場

合におきまして、平成２０年８月から、普段送迎を行っておられます保護者等が病

気等により一時的送迎ができなくなった場合、市が委託をします指定障害福祉サー

ビス事業者が保護者に成りかわりまして、月２回を限度として学校等へ送迎ができ

るようになったところでございます。 

 また、障害の程度によっては特別児童扶養手当等の支給、それから福祉医療制度、

福祉タクシー券の発行、ＪＲ等運賃の割引制度がございまして、今後もこのような

制度の活用とともに、地域生活支援事業等を活用をいたしながら、保護者の負担が

少しでも軽減できるよう検討してまいりたいというふうに考えておるとこでござい

ます。 

 続きまして、２点目の授産施設の利用料の負担についてでございます。 

 現在、美祢市におきましては、障害者自立支援法の規定に基づく地域活動支援セ

ンターといたしまして、さつき園、それからあじさい及び美祢地区ひので作業所の

３施設があります。それで、全体で３７人が施設を利用されまして、ゴム製品や紙

製品の加工等軽作業を行っておられるとこでございます。 

 これらの地域活動支援センターでの作業による収入が利用者工賃として支払われ

ておりまして、平成１９年度における１人当たりの月額平均報酬は、さつき園で

１万８，６６０円、あじさいで６，６８９円、それから、美祢地区ひので作業所で

８，３８２円となっておるとこでございます。 

 また、障害者自立支援法に基づきますサービスには、一般企業等への就労を希望

される人に、一定期間必要な訓練を行います就労移行支援及び一般企業等での就労

が困難な人に対し、働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

います就労継続支援があります。 
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 市内におきましては、就労移行支援サービス事業所が１施設、それから就労継続

支援サービス事業所が３施設ありまして、就労継続支援サービス事業所の一つでも

ありますワークショップぴのきおでは、自動車部品の加工等を行っておりまして、

１人当たり月額約２万４，０００円の工賃を支払い、利用者は市民税非課税世帯で、

本人の収入が８０万円以下の場合は月額１，５００円の利用料を負担をすることに

なります。 

 地域活動支援センターにおいても、利用料を利用者に求めることも制度上可能で

はありますけれども、目的が生産活動の機会の提供及び社会との交流等に重点を置

いておるということでございますので、就労継続支援のための施設とは目的が異な

るということで、現在、先ほど申し上げました３施設とも利用者利用料は徴収をし

ておりません。今後も地域活動支援センターとしての役割を重視をいたし、利用料

は徴収をしないとしております。 

 それから、３点目の障害者用トイレ等の設置についてでございます。高齢者、障

害者等の日常生活や社会生活を制限することのない、だれでも利用しやすい生活環

境を整え、高齢者、障害者等を含むすべての人がみずからの意思で自由に行動をし、

平等に参加をすることができる社会を構築をしていくということ。福祉のまちづく

りを推進するために平成９年３月に山口県福祉のまちづくり条例が制定をされまし

て、その中で環境整備に対します基本的な考え方が示されております。本市もこの

理念に基づきまして施設整備を進めてまいったところでございます。 

 現在、美祢市の公共施設におきます一般的な障害者用トイレの設置状況につきま

しては、全部で１９９施設中８６施設で、率にしますと４３．２３％になるものを

設置をしておるとこでございます。多くの市民が集う施設につきましては、施設の

老朽化、それからスペースの問題等を考慮をいたしながら、高齢者や障害者等が自

由に外出をでき、地域での自立をした生活及び社会参加ができますよう、さらに施

設整備を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次に、五つ目の御質問について、先にお答えをいたしたいと思います。 

 大嶺高校の廃止後の施設及び跡地等の利用についてであります。これにつきまし

ては、平成１８年９月に旧美祢市議会で一般質問をされた経緯がございまして、質

問の内容は、県立養護学校等の誘致ができないかというものでありました。その後

２年ばかり経過をしておりますのでまたことしもございました、改めて県教育委員
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会へ伺いましたところ、県といたしましては跡地の利用計画は現在のところ検討さ

れておられないということでございます。また廃止後は普通財産としまして県教育

委員会の所管から県の管財課への所管と移行されまして、民間への競争入札処分を

されることになるということのようでございます。利用に関して、市からの要望が

あれば譲渡もあり得るが、県としては市の意向をもって跡地利用を決められるとい

うスタンスではないという回答でございました。 

 県内で廃止となる県立高校は我々この、私の母校でもあります大嶺高校、そのほ

かにも周防大島高校、それから柳井商工、それから徳山商工、萩商工があります。

これらの市・町の対応も参考にしながら、いろいろ意見交換をしながら、本市とし

ての最善の方向を見いだしていきたい。また議会サイドとも協議をしたいというふ

うに考えております。 

 次に、２点目の市立保育園の民間委託及び幼稚園との合併問題と、先ほど私立に

なりますから民営というふうにおっしゃいましたが、私立の園児の減少による経営

難についてであります。 

 市立保育園、美祢市立保育園の民間委託についてでありますが、現在、市内には、

市内市立保育園が１０園──十あるということです。内訳は、認可保育園が七つ、

それから僻地保育園が三つとなっております。 

 このうち僻地保育園であります豊田前保育園は、先ほど議員のお話の中にも、御

質問の中にもありました。今年度から指定管理者制度の導入で地元団体の紫光会に

運営を委託をしたところでございます。 

 お尋ねの民間委託についてでございますけれども、平成１６年から公立保育園の

運営に関する国の補助が一般財源化をされたということで、現在は全額市費での運

営となっております。従いまして、財政負担が大きくなっておるということになっ

ております。このことを含めまして、指定管理者制度導入も選択肢に含めた民間委

託は今後必要になってくるというふうに思っておりますけれども、保護者の御意向

を見きわめた上でやはり慎重に対応しなければならないというふうに考えておると

こでございます。 

 また、幼稚園との合併についてでございますけども、現在のところ保育園は児童

の保護者等が仕事などで保育できない場合に受け入れることができる施設であるこ

とに対しまして、幼稚園にはこの条件がございません。原則３歳児以上であれば入
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園が可能な施設ということでなっております。従いまして、このため単純に保育園

と幼稚園を合併するということは極めて困難であるというふうに考えられるとこで

ございます。 

 なお、近年の急速な少子化の進行、それから教育、保育のニーズの多様化に伴い

まして新たな選択肢として、平成１８年から、１０月ですが、就学前の子供に関す

る教育、保育等を総合的に提供する施設として認定こども園制度が施行されている

とこでございます。 

 しかしながら、認定こども園の要件に該当させるためには、増築などの多大な費

用を要することが想定されておるということでございまして、今後の状況を踏まえ

ながら検討を行っていかなければならないというふうに考えておるとこでございま

す。 

 また、私立の園児減少による経費難についてでございますけれども、私立保育園

は４園ございまして、８月１日現在におきます定数に対する園児の充足率を申し上

げますと、低い保育園で７８％、高い保育園で１０３％、全体では９４％となって

おりまして、ほぼ横ばいで推移をいたしておるとこでございます。 

 私立保育園に対しましては、入所園児数等に応じた国の基準において委託料を支

払っております。平成１９年度の総額で約２億２，０００万円を支出しておるとこ

でございます。 

 さらに、別途市単独でも保育士にかかわります人件費などの補助を行っておりま

して、これにかかわります金額については総額で６６０万円を支出をしておるとこ

でございます。 

 幼稚園に関しましては教育委員会が所管をしておりますので、後ほど教育長より

答弁をいたさせます。また、御質問の３点目、４点目についても同様でございます

ので、引き続き教育長より答弁をいたさせます。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  福田教育長。 

   〔教育長 福田徳郎君 登壇〕 

○教育長（福田徳郎君）  有道議員の教育問題についての御質問にお答えいたします。 

 まず、市立幼稚園についてであります。幼稚園は義務教育及びその後の教育の基

礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与
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えて、その心身の発達を助長することを目的とする教育機関であります。 

 美祢市におきましては、私立幼稚園──私立幼稚園でございますが、私立幼稚園

が３園あります。そのうち１園は現在休園中であります。休園中を除く２園の園児

数は定員３７０人に対し２０４人の幼児が在園し、定員を満たしていない状況であ

ります。 

 私立幼稚園の所管庁は山口県でありますが、美祢市は幼稚園教育の重要性にかん

がみ、私立幼稚園に対しまして補助金を交付しているところであります。 

 具体的には、美祢市幼児教育振興費補助金交付要綱に基づき幼稚園の常勤教諭の

給与、施設設備の改善充実に対し補助を行うものであります。 

 いずれにいたしましても、幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を

培う重要なものであり、幼稚園への補助は続けてまいりたいと考えております。 

 ３点目の児童通学路の安全立ち寄り所の設置についての御質問にお答えいたしま

す。 

 子供たちが安全で安心な生活ができることは市民すべての願いであり、地域発展

の基盤となるものです。しかしながら、近年、学校や通学路における事件、事故が

大きな問題となっている状況を踏まえ、児童・生徒が安心して教育を受けられるよ

う家庭や地域の関係機関、団体と連携しながら学校の安全管理に関する取り組みを

一層充実することが必要であります。 

 このため教育委員会といたしましては、児童・生徒の安全確保は最重要課題の一

つであるという認識のもとに安全・安心な学校づくりを目指して万全の対策を立て、

児童・生徒の事故の未然防止に努めているところであります。 

 現在、各学校におきましては、地域との連携を図り、地域のボランティアを活用

するなど、地域社会全体で学校全体に取り組む体制を整備し、安全・安心な学校を

確立するための各種取り組みを行っておるところであります。 

 お尋ねの安全立ち寄り所の設置についてであります。児童・生徒の安全立ち寄り

所といたしましては、「こども１１０番の家」として市内２９２カ所、２９２カ所

の事業所や個人宅にお願いしているところであります。「こども１１０番の家」は、

児童・生徒の緊急の避難場所として児童・生徒の登下校路の主要箇所に設置してお

り、その家には児童・生徒のための目印として、縦１５０センチ、横５０センチの

黄色の布に黒字、黒い字で「こども１１０番の家」と書いたのぼり旗を備えさせて
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いただいております。 

 また、学校と「こども１１０番の家」との連携が重要でありますことから、４月

当初、学校が作成しております安全マップを活用して、「こども１１０番の家」の

位置を児童・生徒に意識づけを行った後に、一部の小学校では集団下校の際に引率

教員が「こども１１０番の家」を児童と確認しながら下校したり、児童と「こども

１１０番の家」の方との顔合わせを行ったりしております。 

 このようなことから、すべての児童が「こども１１０番の家」を認識し、安心し

て登下校を行っております。 

 しかしながら、いつどこで何が起こるとも限りませんので、児童・生徒には不審

者等に遭遇した場合は近くの家に大きな声で助けを求めるよう指導してるところで

あります。 

 今後とも学校、地域、保護者が連携を図り、地域の子供は地域で見守るという認

識のもとに、子供たちの安全確保に努めなければならないと考えております。 

 ４点目の市立小学校や市立施設の合併についての御質問にお答えいたします。 

 現在、美祢市においては小学校が２２校、中学校が８校ありますが、近年の児

童・生徒数の減少に伴い複式学級を有する小学校は１４校となっております。小学

校の適正規模は、学校教育法施行規則第４１条により、「小学校の学級数は、

１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の

事情のあるときは、この限りでない。」と定められております。 

 美祢市の小学校では適正な規模と言われる学校は大嶺小学校１校という状況でご

ざいます。 

 美祢市教育委員会といたしましてはすべての学校の充実、活性化に努めておると

ころであります。特に小規模校で学ぶ子供たちのために、本市独自に実施しており

ます小学校交流学習事業及び小中学校連携事業がございます。 

 このことは先ほどもお話がございましたように、萬代議員の御質問で御説明申し

上げましたが、再度御説明を申し上げたいと思っております。 

 小学校交流学習事業は中学校入学前にお互いを知り、人間関係をうまく構築する

力を育成しようとするものであり、より多くの友と学び合い生きる力を涵養するも

のであります。 

 小中学校連携事業につきましては、学習面や生徒指導面について、児童が小学校
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から中学校へ入学した際に、滑らかな接続を図ることができるようにと実施してい

るものです。小中連携により児童・生徒の情報交換及び教職員間の共通理解が図ら

れ、小中学校が連携して適切な対応ができるようにと考えております。 

 お尋ねの市立小学校の統合についてでありますが、地域の特性、児童の通学の利

便性、校舎の老朽化、さらに地域の御意見を十分に掌握し、多方面にわたり協議、

検討を重ね、慎重な対応が必要であると考えております。 

 次に、調理場の統合についてであります。 

 美祢市内には共同調理場が８カ所、単独調理場が４カ所で合わせて１２カ所の調

理場があります。旧市・町別に申し上げますと、旧美祢市には共同調理場が５カ所、

旧美東町には共同調理場が１カ所、単独調理場が４カ所、旧秋芳町には共同調理場

２カ所であります。 

 お尋ねの調理場の統合についてでありますが、単独調理場、共同調理場それぞれ

長所がありますことから、児童・生徒数の動向や地域の実情を考慮し検討していき

たいと考えております。 

 次に、社会教育施設の統合についてであります。それぞれの施設はその設置され

た経緯や条件などが異なり特色を持っております。現在のところ施設の統合につい

ては考えておりませんが、効率的な運営や有効な活用ができるよう努めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（河村 淳君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  再質問になりますが、時間も余りありませんので簡単に。 

 先ほど障害者の移動支援に関する問題でございますが、市長の答弁にもございま

したように、一般の通学生には通学費の補助があると。そういうのもありますけど、

ここに私が今持っております美祢市の移動支援事業の運用マニュアルというものが

ございます。これに──まことによくできておりますけど、基本的には障害児が保

護者のもとで通学ないしあるいは通所をされておるわけでございます。これに関し

てはサービス内容のそこも見られたらわかると思いますけど、「介護者のいない場

合は」とか「通学においては保護者等が病気によりということで一時的な送迎がで

きなくなった場合」とか、そういう状況で利用が非常に限定されております。しか

も月に２回となっております。美祢市も財政の折大変でしょうけど、現状では保護



- 77 - 

者が犠牲となって多大な労力を使いながら、通勤等を兼ねて子供の通学を一緒にし

てるということで、肉体的、精神的にもいろんな苦労が多いと言われております。

その辺について、できれば美祢市独自でも少しは支援ができる制度をつくっていた

だきたいということをお願いしておるわけでございます。 

 それと授産施設につきましては、授産施設っていうのは障害者自立支援法にも書

いてありますけど、基本的には自立訓練、機能訓練、生活訓練、いろんなことで自

立支援法には体系で出ております。その上で、現在ＮＰＯとかいろんな方がやられ

て立派に運営されてるとは思いますが、その中で自立をされた方とかそういうこと

が何名いるかというのと、自立できるようなまた指導をなされているかということ

をお尋ねしたいと思います。 

 もう時間がないので次々言いますが、先ほどの障害者のトイレの設置に関しまし

ては、特にプールにおける、プールを利用したいと。これはどうしてもトイレが早

急にいるんだと、脱衣所も兼ねて、先日山田課長にもちょっとお聞きしたところ、

最近は多目トイレという方法があると聞いております。できればプールに関しては

早急な設置をお願いしたいと思います。よろしく。その質問で。それで回答をよろ

しくちょっと、答弁のほどをよろしくお願いします。 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今、有道議員おっしゃったように障害者の負担に対して、と

もにこの地区で暮らしていくという思いで、やはり行政もできる限りのサービスを

していく必要があろうと思います。ただし、皆さんからちょうだいをいたしました

税金をもってこのサービスを提供されますので全部というわけにはまいりませんけ

れども、できる範囲で根本的なそういうふうな心を持ってやっていきたいと思って

います。 

 今、最後に言われましたプールの多目的トイレ、もしくは障害者用のトイレです

ね。これはまた早急に調査をさせまして、早いうちに実現ができるものならやって

いきたいというふうに考えます。 

 その前のいろんな授産施設でそういうふうな形の方がおられたと、何人ぐらいお

られたとか、それによってその後どうなったかと、そういうふうな具体的な話でご

ざいましたから、今ちょっと名前が出ましたけれども山田高齢障害課長の方からそ

の辺は答弁をいたさせます。 
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○副議長（河村 淳君）  山田高齢障害課長。 

○市民福祉部高齢障害課長（山田悦子君）  それでは、有道議員の質問にお答えをい

たします。 

 最初の移動支援サービスの件でございますが、一時的な通学時の送迎につきまし

ては、現在月２回を限度に、病気の際とか緊急の場合に対応できるように８月から

受け皿づくりをやっています。要綱があるんですが、要綱において対象が、通年か

つ長期にわたる外出については支援できない要綱になっておりますので、市の事業

ということで、今後財政面もありますから要綱の改正等も視野に入れながら検討を

していきたいと思います。 

 それから、２点目の授産施設の関係ですが、美祢市には地域活動支援センターと

いうことで創作的活動、生産活動の機会の提供等支援を行う事業所として３カ所あ

り、さつき園では１６人の方が作業をしておられます。ゴム製品の加工、それから

花壇の整備の方を行われております。 

 それから、あじさいというところで、ここでは１１人の方が作業を行われており

ます。家電コードの加工、それからゴム製品の加工等行われています。 

 それから、さつき園が職員６人ですね。定員が２０名です。入所者がさつき園は

１６人ですね。で、あじさいが１１人、それからひので作業所では１０人の方。ひ

ので作業所では紙製品等の加工を行われています。 

 その方が自立されたかどうかでありますけれど、ほとんどの方がそこへ入所され

作業を行われていて、なかなか自立には至っていないというのが現状であります。 

 それから、プールに関してはスペース等もありますし市長も言われましたので。

以上です。 

○副議長（河村 淳君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  回答ありがとうございました。授産施設に関しましてはでき

るだけ自立のできるように、まだただの安い賃金を利用するということでなく、で

きるだけの自立を促すような指導をお願いしたいと思います。 

 もう時間もありませんので、先ほどの合併の問題で小学校の、保育園──先ほど

充足率が大変多いと、私立の場合でございました──私立ですかね。しかしながら、

市の保育園に関しては、例えば嘉万保育園なんかは４５名のうち２１と、別府保育

園は４５名の定員に関して１１名と。ほいで一番少ないのは綾木の保育園の４５名
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のうち７名とか、果たして美祢市のですね、於福でも幼稚園も保育園もないような

地区があるのに、やはりひとつ、各地区から非難が出るとは思いますけど、少しず

つ美祢市の財政の折もあるし、先生の確保ということからもいずれは検討せざるを

得ないんではなかろうかと思っております。 

 あと私立の幼稚園に関しては伊佐の方に幼稚園かと思いますが、美東町からも人

を集めておると。市内の私立幼稚園の方は、大変あちこちから集めてようよう人間

を充足しとるという状況です。この辺も含めて、私の話ではちょっと年々の補助が

減って、少しずつ減ってきておると聞いておりますけど、その辺もぜひとも、私立

なりともこういう施設は必要ではないかと思いますので合併も含めて、また民間委

託も含めてぜひとも検討していただきたいと思っております。 

 それと、大嶺高校の方、跡地に関しましては、私どもが申し上げたのは一つの例

として、今山口県障害児の教育を進める会というのがございまして、ここにいろい

ろ署名の運動をされております。この中に何が書いてあるかと申し上げますと、要

請事項に、そのまず第１番目に、美祢地域に新しい特別支援学校を建設してくださ

いと書いてあります。特に高等部の単独の特別支援学校を建設してください。小中

学校に通級指導を教育等大幅にふやしてくださいとかその他いろんなことが書いて

あります。詳しく書いてはおりませんが、基本としてはどこに住んでいても通える

特別支援学校、学級の新設をということで、特に美祢、長門地域を初めということ

で直接美祢の名前が出ておるような状況です。 

 こういうことも踏まえまして、私は大嶺高の跡地がぜひとも療育施設なり、特別

いろんな支援学校があると思いますけど、美祢市にぜひとも誘致していただきたい

というお願いを持って先ほどから質問しておる次第です。 

 ちなみに大嶺高校は、当初は美祢市立で始まる予定だったのが、県の意向を持っ

て県立となったと聞いておりますけど、土地はそもそも美祢市の土地ではなかった

かと──これは私の聞き違いかどうかわかりませんが、そういうこともございまし

て、ひとつこの最後のお願いですが、その辺の答弁を簡単に市長にしていただいて

質問を終わりたいと思います。ちょっと最後の質問ですがよろしくお願いします。 

○副議長（河村 淳君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  先ほど壇上でお話ししたこと以上のことなかなか申し上げに

くいんですが、やはり県の施設、土地でございますんで、我々がこうしたいという
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ことで向こうの管財課の方へですね、お話しはすることはできるとは思いますけれ

ども、譲渡という形での形なら恐らく話に乗ってくれると思います。市がお金を出

して、丸ごと市が買ってくれるんならということなんですね。で、そうやなくて市

の方からお願いをして、県のお金でこういうものをつくってほしい。私はできたら

そうしたいみたいなと。これから県の方にもいろいろお願いをすることがあろうか

と思いますんで、その中にそのこともまたお話をさしていただきたいということで、

私の答弁とさせていただきます。 

○副議長（河村 淳君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  ありがとうございました。時間も随分たちましたので。 

 ちなみに先ほどのこの文書は、山口県の教育委員会に出す文書です。はい。いろ

んな県内の方がこの運動をなされています。あて先は教育長の藤井俊彦様と書いて

ありますので、あとは市長におかれましても、美祢市で人に優しいまちづくりとい

うことで今後も御検討願います。ありがとうございました。 

○副議長（河村 淳君）  以上をもちまして、本日予定された一般質問は全部終了い

たします。 

 残余の一般質問につきましては、明日行いたいと思います。 

 本日はこれにて散会をいたします。お疲れさまでございました。 

   午後４時４５分散会 

────────────────────────────── 
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